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第 1 章 杉並区の行政評価の全体像 
 

杉並区は、平成１１年度に事務事業評価を開始しました。さらに平成１４年度には有識者・

公募区民等から成る杉並区行政評価検討委員会より「杉並区行政評価システムについての

提言」を受け、政策・施策評価を開始しました。 

平成１５年５月には杉並区自治基本条例を施行し、行政評価の実施・公表について明確

な規定を行っています。このことは、「自治のまち」杉並を創造するために行政評価のプロセ

スが欠くことのできないものであることを意味しています。 

平成１６年度行政評価では、区が平成１５年度に実施した事業についての評価を行いま

した。本報告書は、１６年度行政評価を区民のみなさまに公表するため作成したものです。 

 

杉並区自治基本条例第２１条 

区は、政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な区政運営を行うため、行政評価

を実施し、その結果を公表するものとする。 

 

１．行政評価の目的 

①成果重視の行政への転換 

行政評価は「基本計画」に基づく体系となっており、その進捗状況・達成度を年次ごと

に把握するために行うものです。達成度の測定のために政策、施策、事務事業の成果

指標を設定するとともに、目標や取り組み手法の妥当性についても年度ごとに見直しを

行っています。 

 

②効率的で質の高い行政の実現 

行政評価の結果を、施策、事務事業の選択、予算編成や組織・人員配置について検

討する際の判断材料として活用することにより、効率的で質の高い行政を実現していき

ます。また、公共サービスの提供主体は行政のみではないという視点から全ての事業の

あり方を抜本的に見直し、区民等の力を生かす協働・民営化・民間委託を推進していく

手段として活用することにより、簡素で効率的な区役所を実現します。 

 

③説明責任の徹底 

評価結果の公開により、区の活動内容（経営状況）を区民に説明し、区民の理解を得

るために活用するとともに、区民による政策論議を高め、区政への参画を促進させる手

段としていきます。 
 

２．行政評価の体系 

（１）政策、施策、事務事業の３階層構成 

杉並区行政評価は、「杉並区基本計画」の体系に基づき、政策、施策、事務事業の３

階層の構成となっています。政策、施策、事務事業は、それぞれが目的と手段という関

係にあり、その関係を踏まえて評価を進めていきます。 
   

①事務事業評価 

「事務事業」は区の仕事の一番小さな単位です。「事務事業評価」では、それぞれの

事務事業にかかっているコストやその成果などが適正かどうかを評価します。 
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②施策評価 

「施策」は事務事業を事業目的別に束ねたもので、区の仕事の成果が分かりやすい

単位です。「施策評価」では、区の事業目的の達成状況や経費等を評価するとともに、

施策目標の達成等観点から事務事業の評価・見直しを行います。 
 

③政策評価 

「政策」は安全、環境、健康など、大きな分野ごとに施策をまとめたもので、「政策評

価」では、区の仕事の進み具合を分野ごとに把握することができます。政策目標の設定

とその達成度を評価し、政策目標の達成という観点から施策の評価・見直しを行いま

す。 
 

 
 

（２）杉並区政チェックリスト 

杉並区の行政評価では、政策・施策・事務事業評価とは別に、「杉並区政チェッ

クリスト」を設けています。政策・施策・事務事業評価が行政活動を網羅的に評

価するのに対し、区政チェックリストは区民の視点から杉並区の状況を把握する

ためのもので、区民アンケートに基づいて３０項目の指標が設定されています。 
政策・施策評価などにおける指標との直接的な連動はありませんが、区の活動を区

民の視点から総合的に評価する手段として、杉並区行政評価の柱として位置づけられ

るものです。 
 

３．庁内の評価体制 

事務事業評価は所管部課で実施します。また政策、施策評価は様々な施策や事務

事業によって構成されており所管部課が一つとは限らないため、調整役として各項目の

担当部課を指定し、実施しています。 
 

４．外部評価委員会 

行政評価の客観性を高めるために、区役所による評価結果について、学識経験者等

５人の委員からなる「杉並区外部評価委員会」(平成１４年９月設置；会長 山本清国立

大学財務・経営センター研究部教授)が外部評価を実施します。 

杉並区行政評価の区分 
対象 指標 目的 評価表 主な担当部門

基本計画
６分野
２２政策項目

政策指標-３０
（５指標×
６分野）

基本構想・基本計画の
達成度確認
政策・施策の重点化･
戦略化
施策の優先順位付け
区政の状況報告

分野チェックリスト
政策評価表

部長による２次評価

（試行） 

各政策担当部に
よる評価 

基本計画
７８施策項目

施策指標-１９７
施策の有効性
事務事業の優先順位
付け

Ⅰ-施策項目の評価 
Ⅱ-施策を構成する 

事務事業の状況 

各部による評価

各 施策担当課 に
よる評価 

全ての事務 
事業 
（８６２事業）

各事業ごとに
活動指標-２
成果指標-２

事務事業の効率化
事務事業の有効性

１事業に対し
１事務事業評価表 

各部による評価
各課による評価
各係による評価

事務事業 
評価 

区分 

杉 
並 
区 
行 
政 
評 
価 

政策評価 

施策評価 



第２章　行政評価結果

１．政策・施策の体系

　６分野、２２政策、７８施策の体系となっています。施策を構成する事務事業は合計で862事業です。

分野
番号 分　野 分野担当部

政策
番号 政　策

政策評価表作成
課

施策
番号 施　策 施策担当課

事務
事業
数

1 まちづくり施策の執行体制の確保 都市整備部都市計画課 3

2 適正な土地利用と住環境の整備 都市整備部都市計画課 18

3 住民参加のまちづくり
都市整備部
まちづくり推進課

2

4 都市機能の充実
都市整備部
拠点整備担当課

2

5 道路交通体系の整備 都市整備部建設課 30

6 交通安全の推進 都市整備部交通対策課 23

7 自転車問題の解決 都市整備部交通対策課 10

8 住宅施策の推進 都市整備部住宅課 17

9 災害に強い都市の形成
都市整備部
まちづくり推進課

10

10 水害対策の推進 都市整備部建設課 6

11 防災力の向上
政策経営部
危機管理室防災課

24

12 水辺とみどりの保全創出 都市整備部公園緑地課 20

13 公園づくり 都市整備部公園緑地課 11

14 まちの景観づくり
都市整備部
まちづくり推進課

5

15 環境美化の推進 環境清掃部環境課 5

16 環境施策の枠組みづくり 環境清掃部環境課 6

17 ごみの発生抑制及びリサイクルの推進 環境清掃部清掃管理課 10

18 環境配慮行動の推進 環境清掃部環境課 7

19 公害の防止 環境清掃部環境課 13

20
ごみ排出の適正化及び収集サービス
の向上

環境清掃部清掃管理課 12

21 保健福祉施策の執行体制の確保 保健福祉部管理課 1

22 健康なまちづくりの推進 杉並保健所健康推進課 15

23 生涯を通じた健康づくりの支援 杉並保健所健康推進課 23

24 保育の充実 保健福祉部保育課 16

25 多様な保育ニーズへの対応 保健福祉部保育課 2

26 地域子育て支援の充実
保健福祉部
児童青少年センター

11

27 障害児の援護の充実 保健福祉部障害者施策課 14

28 子どもの育成環境の整備
保健福祉部
児童青少年センター

13

29 子育て家庭の生活支援 保健福祉部児童課 11

30 高齢者の社会参加と交流の拡大 保健福祉部高齢者施策課 17

31
高齢者の地域社会での介護予防と自
立支援

保健福祉部
高齢者在宅サービス課

36

32 介護保険サービスの基盤整備 保健福祉部高齢者施策課 34

33 障害者の社会参加や就労機会の拡大 保健福祉部障害者施策課 35

34 障害者の地域社会での自立支援 保健福祉部障害者施策課 36

35 地域福祉の基盤整備 保健福祉部管理課 27

36 生活の安定と自立への支援 保健福祉部福祉事務所 8

37 国民健康保険の運営
保健福祉部
国民健康保険課

12

都市整備部
公園緑地課

共に生きるまちをつくる
ために

1

環境清掃部
環境課

保健福祉部
杉並保健所
健康推進課

2
都市整備部
まちづくり推進課

良好な住環境と都市機
能が調和したまちをつ
くるために

都市整備部
都市計画課

保健福祉部

子育てを社会で支え、
子どもが健やかに育つ
ために

環境に負荷を与えない
持続的な成長が可能
なまちをつくるために

うるおいのある美しいま
ちをつくるために

安全で災害に強いまち
をつくるために

3

4

3

5

6

7

水辺をよみがえ
らせみどりのまち

をつくろう
～くらしと環境が

調和するまち

　
みどり･環境分野

やさしさを忘れ
ず共に生きるま

ちをつくろう
～安心して健や
かにくらせるまち

健康･福祉分野

保健福祉部
児童課

保健福祉部
管理課

健康を支えるまちづくり
のために

環境清掃部2

1

水辺をよみがえ
らせみどりのまち

をつくろう
～くらしと環境が

調和するまち

安全･安心分野

都市整備部

3



38 国民年金制度の運営 保健福祉部国民年金課 3

39 地域医療体制の整備 杉並保健所健康推進課 6

40 健康を支える仕組みづくり 杉並保健所生活衛生課 17

41 安全で明るい地域社会づくり 区民生活部地域課 4

43 産業振興の基盤整備 区民生活部産業振興課 11

44 新しい産業の育成・支援 区民生活部産業振興課 5

10
商店街の活性化のた
めに

区民生活部
産業振興課

45 魅力ある商店街づくり 区民生活部産業振興課 6

11
都市農業の育成のた
めに

区民生活部
生活経済課

47 新しい都市農業の推進 区民生活部生活経済課 7

48 働くひとびとの条件整備 区民生活部産業振興課 2

49 男女が対等に働ける職場環境づくり
区民生活部
男女共同参画推進担当課

1

51
NPO・ボランティアなどが活動しやすい
環境整備

区民生活部地域課 2

23
区民生活を支える基盤
整備

区民生活部
区民課

81 区民生活の情報基盤整備 区民生活部管理課 9

52 教育施策の執行体制の確保 教育委員会事務局庶務課 3

53 豊かな学校教育づくり 教育委員会事務局指導室 26

54
児童・生徒の健康維持及び安全の確
保

教育委員会事務局
学校運営課

10

55 教育施設の整備・充実 教育委員会事務局施設課 5

56 学校教育の環境整備
教育委員会事務局
学校運営課

12

57 多様な教育機会の提供 教育委員会事務局学務課 8

58 就学のための経済的支援 教育委員会事務局学務課 5

59 学校運営への参画
教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

5

60 地域への学校開放
教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

6

61 家庭における教育力の向上
教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

1

62 生涯学習環境の整備・充実
教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

26

63 図書館サービスの充実 教育委員会中央図書館 10

64 消費者行政の充実 区民生活部生活経済課 7

65 文化・芸術活動の推進 区民生活部文化・交流課 13

66 文化・芸術活動の基盤整備
教育委員会事務局
郷土博物館

3

67 地域活動の推進 区民生活部地域課 13

68 交流と平和の推進 区民生活部文化・交流課 4

69 男女共同参画社会に向けた環境整備
区民生活部
男女共同参画推進担当課

5

70 内部事務等の適正かつ効率的な執行 政策経営部区長室総務課 18

72 行政財産の適切な取得・運営及び維持政策経営部経理課 9

73 政治意識の高揚と政治参加の促進 選挙管理委員会事務局 9

78 効率的で効果的な組織・体制づくり 政策経営部職員課 8

83 危機管理体制の強化
危機管理室
危機管理対策課

2

19 区民と行政の協働
政策経営部
区政相談課

74 区民と行政の協働
政策経営部
区長室区政相談課

7

75 創造的な政策形成と行政改革の推進 政策経営部企画課 6

76 財政の健全化と財政基盤の強化 政策経営部財政課 9

77 区民に身近で開かれた行政運営 政策経営部区長室広報課 11

82 区政相談等の充実 政策経営部区政相談課 1

21 地域と行政の情報化
政策経営部
情報システム課

79 地域と行政の情報化
政策経営部
情報システム課

2

※　42、46、50、71、80番は欠番 計 862

12
多様な働き手、組織が
活躍する社会の形成
のために

区民生活部
産業振興課

杉並保健所
健康推進課

みどりの産業で
元気のでる都市

をつくろう
～活力とにぎわ

いのあるまち

産業経済・
区民生活分野

安心してくらせるため
に

4

8

5
教育委員会
事務局

未来を拓く人を
つくろう

～生涯にわたっ
て学びあう

自律･教育分野

16

17

13

14

15

地域文化の創造のた
めに

ふれあいと参加の地域
社会をつくるために

地域に開かれ、支えら
れた教育のために

魅力ある学校教育のた
めに

区民生活部

9
環境と共生する産業の
育成のために

生涯学習の推進のた
めに

区民生活部
地域課

教育委員会事務
局
社会教育スポーツ
課

区民生活部
文化・交流課

教育委員会事務
局
指導室

教育委員会事務
局
社会教育スポーツ
課

区民生活部
産業振興課

6

21世紀ビジョン
の実現に向けて

　
区政経営分野

政策経営部

18

政策経営部
企画課

創造的で開かれた自
治体経営

20

　
区政を支える基盤整備

政策経営部
企画課

4
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２．杉並区政チェックリスト 

（１）杉並区政チェックリストの位置付け 

・区民アンケート等を基に策定された６分野３０項目の「杉並区政チェックリスト」

は、区民が日常生活の中で高い関心を寄せる項目の集合体です。政策・施

策・事務事業評価では行政サービスを網羅的に評価するのに対し、区政チェッ

クリストは区民の視点から杉並区の状況の概略を把握するための指標です。 

・今年度は経年変化の推移および他都市との比較を重視したいわゆるベンチマ

ーキング手法を取り入れることにより、現在の杉並区政の状況を多角的に示し

ました。 

 

（２）評価 

・区政チェックリストを構成する区政チェック指標３０項目のうち、平成１４年度と

比較して目標値に向けて好転している項目が１６項目(53.3％)、後退している

ものが８項目(26.7％)となっています。（６～７ページに一覧表を掲載） 

・指標が好転したものとして、「駅前放置自転車の台数」(16.8％減)、「保育園待

機児童数」(14.0％減)、「区民の区政満足度」(12.1％増)などがあります。 

一方、後退したものとしては「ボランティアに参加したことのある区民の割合」・ 

(12.9％減)、「不登校児童生徒数」(7.0％増)などが挙げられます。 

・犯罪発生率、放置自転車台数、ごみ排出量、まちの魅力度など、チェック指標

には行政単独の取組みでは改善することが困難なものが多く含まれています。

区政チェックリストを、区民・事業者・行政が今後の杉並区政の目指すべき方

向性について考えていくために共有すべき基礎情報とし、区民･事業者･行政

が一体となって取り組んでいくことが必要です。 

・目標値は区政チェックリストを開始した１４年度時点で設定したものですが、「杉

並区が美しいと思う区民の割合」「不登校児童生徒数」については１５年度評

価の時点で一度目標を達成したため、新たな目標を設定してあります。 

 

２８～５７ページ（【資料 2】）は各指標の経年変化や他都市との比較分析を

中心にまとめたものです。データの不足のため他都市との比較が難しいなどの

場合には、当該指標に関連が深いと考えられるデータを参考情報として掲載

しました。 

なお、指標の中には毎年数値を把握できないようなものがあります。今後、指

標の推移を踏まえながら政策的な判断を行っていけるようにするため、原則とし

て毎年数値を把握することができるよう改善していきます。 



(３)区政チェック指標一覧（前年度比の「○」は好転したもの、「▽」は後退したもの）

13年度 14年度 15年度
前年
度比

1
件／
万人

209 218 210
○

3.7％
減

毎年減 17
区内で発生した刑法犯÷各年1月1日
の人口（住民基本台帳）×10,000

2 台 9,023 8,485 7,056
○

16.8％
減

4,512 17
区内の駅周辺に放置される1日平均
の放置自転車の台数

3 ％ 15.2 16.3 17.4
○

6.7％
増

20.0 17
整備延長距離÷42条2項道路総延長
距離
×２（両側）

4 ％ (58.4) 57.7 60.8
○

5.4％
増

毎年増 17
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

5
人／
万人

79 77 75
○

2.6％
減

64 17
区内で発生した交通事故による死傷
者÷各年1月1日の人口（住民基本台
帳）×10,000

6 ｐｐｍ 0.042 0.042 0.040
○

4.8％
減

0.030 22
杉並区役所測定室の定点測定による
二酸化窒素の1時間値の年平均値

7 ｇ/日 715 699 693
○

0.9％
減

429 24
ごみ（可燃＋不燃＋粗大）÷杉並区
の人口（10月1日現在、外国人を含
む）÷365日

8 ％ 19.6 18.8 19.4
○

3.2％
増

43.0 24
｛区資源回収量＋集団回収量｝　÷
｛ごみ排出量＋区資源回収量＋集団
回収量｝

9 ｈａ － 26.16 － － 増大させる 22 公園を除く公共施設の緑化率

10 ％ (29.1) 63.6 62.8
▽

1.3％
減

70.0 22
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

11 円 161,496 159,280 164,941
▽

3.6％
増

減少させる 19
一般療養費諸費の費用額／一般被
保険者数年間平均(老人医療保険対
象者を除く：70歳未満）

12 ％ 36.3 36.9 35.8
▽

3.0％
減

50.0 19
公共施設（区立施設）において、ス
ロープ・自動ドア・障害者用トイレの全
てを備えている建物

13 月 (1年4か月) (1年8か月) 1年4か月 － 1年以内 19
特別養護老人ホームに入所した人の
うち、申し込みから入所までに要した
待機期間の平均月数

14 ％ (70.4) 77.5 79.8
○

3.0％
増

80.0 19
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

15 人 120 178 153
○

14.0％
減

0 19 翌年度4月1日の待機児童数

16 ％ 34.3 － － － 上昇させる 17
60歳以上の就労者÷60歳以上の人
口×100

17
百万
円

<31.8> 32.3 <32.3> － 増加させる 19
区内年間商品販売総額÷区内総従
業者数

18 所 <5,327> <5,327> <5,327> － 増加させる 19
ＮＴＴデータベースから抽出した情報
通信、環境、福祉など「みどりの産業」
にふさわしい分野の事業所数

19 ％ (81.3) (81.4) 80.6 － 上昇させる 19
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

20 千円 4,801 4,813 4,734
▽

1.6％
減

増加させる 19
総所得金額等(分離課税分含む)÷納
税義務者数

№

指　標　値

交通事故死傷者数比率

犯罪発生率

産
業
経
済
・
区
民
生
活

商店街の活性化度（従業員
一人あたりの売上高）

高齢者の就労率

若者に対するまちの魅力度

分
野

安
全
・
安
心

狭あい道路を整備した率

目
標
年
度

杉並区が安全・安心なまち
と思う区民の割合

指標の定義

駅前放置自転車の台数

特別養護老人ホーム入所
者平均待機期間

公共施設バリアフリー度

み
ど
り
・
環
境

健
康
・
福
祉

目標値

国民健康保険一人当たり
医療費

杉並区の大気の状況
（窒素酸化物の濃度）

リサイクル率

区民１人あたりのごみ排出
量

杉並区が美しいと思う区民
の割合

公共施設の緑化面積

指　標　名
単
位

高齢者で生きがいを感じて
いる人の割合

保育園待機児童数

みどりの産業事業所数

課税所得の平均値

6



13年度 14年度 15年度
前年
度比

21 ％ － 81.7 83.3
○

2.0％
増

85.0 18
中学校第３学年第２学期の評定３以
上の者の割合（国語・数学・英語）

22 ％ 24.0 21.7 18.9
▽

12.9％
減

25.0 18
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

23 人 241 200 214
▽

7.0％
増

163 18
年度に３０日以上欠席（病気等の欠席
を除く）した児童生徒の人数

24 ％ － 73.0 72.7
▽

0.4％
減

78.0 18
済美教育研究所「学校評価アンケー
ト」から

25 時間
(2時間19分)
(3時間41分)

1時間31分
1時間58分

1時間36分
2時間04分

○
5.5％増
5.1％増

1時間45分
2時間15分

18
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

26 円 268,102 257,415 242,040
○

6.0％
減

減少させる 17
当該年度普通会計決算額／年度末
現在住民基本台帳人口

27 ％ (41.6) 67.6 75.8
○

12.1％
増

80.0 17
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

28 ％ (92.8) 92.2 93.3
○

1.2％
増

95.0 17
「杉並区区民意向調査」(平成14～16
年)から

29 ％ 80.4 84.6 82.5
▽

2.5％
減

90.0 17
職員アンケートで「今の仕事に意欲を
感じるか」という問いに「感じる」「やや
感じる」と回答した割合

30 円 161,593 150,070 139,443
○

7.1％
減

減少させる 17
当該年度末区債残高／年度末現在
住民基本台帳人口

※1 指標値で、( )書きのものは、出典調査の内容に変更があり、参考数値として掲載

※2 指標値で、<>書きのものは、当該年度の数値ではなく、前の数値で直近のものを掲載

№
分
野

指　標　名
単
位

指　標　値

目標値

目
標
年
度

指標の定義

自
律
・
教
育

区
政
経
営

区民１人あたりの区の負債
額

杉並区を住みよいと感じて
いる区民の割合

不登校児童生徒数

ボランティアに参加したこと
のある区民の割合

区民一人あたりの文化的
生活時間（上段：平日、下
段：休日）

いじめや仲間はずれがなく
生活していると感じている
子どもの割合

区民１人あたりの行政コス
ト

区民の区政満足度

職員のやる気指数

児童生徒の学力レベル
(学習定着度）

7
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３．政策評価結果の概要 

政策評価では、社会経済情勢等を踏まえつつ、成果目標の達成状況を明らかにしま

す。また、政策の目的に適うかどうかという観点から施策の評価を行います。 

事業部制推進の観点から各事業部単位での評価体制の整備が課題となっているこ

とを受け、１６年度評価では各部長による２次評価を試行しました。 

 

（１）評価対象 

「杉並区 21 世紀ビジョン（基本構想）」の体系に基づく２２政策（３・４ページ参照） 

 

（２）政策コストの状況 

今年度の行政評価における総事業費は約２，０１６億円で、１４年度比で約７５億円、

３．９％の増※となっています。 

※財政調整基金、減債基金等の積立金については、歳出面だけを取り上げても基金運用の評価は 

困難であるため行政評価の評価対象に含めていません。 

政策別では【政策７－共に生きるまちをつくるために】の増額が約７５億円（９．８％

増）と突出しています。【施策３７－国民健康保険の運営】（約４２億円増）、【施策３２－

介護保険サービスの基盤整備】（約１５億円増）、【施策３６－生活の安定と自立への支

援】（約１１億円増）、【施策３４－障害者の地域社会での自立支援】（約１０億円増）など

福祉関連施策の増額が大きく影響しています（２４～２７ページに一覧表を掲載）。 

次に増額幅が多かったのは【政策６－子育てを社会で支え、子どもが健やかに育つ

ために】で、約１１億円（６．０％増）となっています。 

一方、減額が大きいものとしては【政策５－健康を支えるまちづくりのために】が挙げ

られます（約１５億円；３．４％減）が、これは主に老人医療費の受給資格引き上げに伴

うものです。 

今後も福祉・子育て関連事業費は増大することが見込まれます。効果的・効率的なサ

ービス提供に努めるとともに、全政策にわたるより一層の経費節減が必要となります。 

 

（３）当面の成果目標の達成状況 

政策評価表では、一定期間に求められる政策の達成すべき成果目標を記入してい

ますが、各政策の達成状況はおおむね順調と言えます。主な政策の成果目標と達成

状況について、５８～６０ページに掲載します。 

 

 



９ 

（４）政策を構成する施策の相対性 

政策の目標達成の観点から、政策を構成する施策を相対評価し、「重点に位置付け

るべき施策」、「費用対効果の高い施策」、「見直し施策」として位置づけました。 

施策評価では各施策単体で「今後の施策の方向」の評価も行っていますが、これら

二つの評価の関係を整理すると次のようになります。 

各施策評価表における施策の今後の方向 政策評価表における 

各施策の相対性 

施策数 

（78 施策中） 拡充 サービス増 改善余地なし 効率化 縮小/統廃合

重点に位置付けるべき施策 ３２ １４ １２ １ ５ － 

費 用 対 効 果 の 高 い 施 策 ６ ２ ２ １ １ － 

見 直 し 施 策 ５ － ４ － ０ １ 

  

各政策評価表の中で「重点に位置付けるべき施策」とされたのは３２施策で、これら

は各施策評価表では、「施策の今後の方向」として「拡充」が１４施策、「サービス増」が１

２施策と合わせて８０％以上を占めており、政策評価における施策の位置づけと施策評

価単体での今後の方向性の考え方はおおむね対応しています。「見直し施策」とされ

たのは５施策でしたが、これらは施策評価では４施策が「サービス増」、１施策が「縮小/

統廃合」となっており、政策・施策評価間の判断は結果として連動したものとなっていま

す。今後、これらの評価結果を踏まえながら事業内容の検討を進めていきます。 

政策別に見ると、「政策７ 共に生きるまちをつくるために」では全９施策中６施策が

「拡充」、２施策が「サービス増」となっており、福祉関連政策である政策７に対する区民

ニーズの高まりが表れています。 

 

（５）２次評価 

今年度の政策評価では、事業部制推進の観点から、部長による２次評価を試行しま

した。政策の総合評価という位置づけで行いましたが、結果として所管課による評価と

同様の考え方に基づく記述が多く見られました。部内で見解が共有されていると見るこ

ともできますが、２次評価を有効に機能させるためには所管課による１次評価と異なる視

点からの評価が行われることが必要です。今後、実施方法などについて工夫をしていき

ます。 

 



４．施策評価結果の概要

（１）評価対象

（２）施策コスト（指標Ⅰ）

総事業費伸び率

方向性 施策数 構成比
（参考）

15年度評価
の施策数

１０％以上増 20 25.6% 18

１０％未満増 24 30.8% 22

１０％未満減 19 24.4% 23

１０％以上減 14 17.9% 13

その他（新規等） 1 1.3% 2

合　　計 78 100.0% 78

人件費比率

方向性 施策数 構成比
（参考）

15年度評価
の施策数

２０％未満 22 28.2% 20

２０～４０％ 11 14.1% 15

４０～６０％ 22 28.2% 12

６０～８０％ 14 17.9% 22

８０～１００％ 9 11.5% 9

合　　計 78 100.0% 78

　施策評価は、政策評価と事務事業評価を繋ぐものであり、区の行政活動を評価する際の分

かりやすい単位です。成果指標により施策の目標の達成度を測定するとともに、施策の目標

達成の観点から事務事業の評価を行います。

　施策評価は政策評価同様、昨年度から本格実施されましたが、今年度は新たに「指標Ⅲ」と

して事務事業評価と連動する「協働・委託等」関連の記入欄を設けました。

　「杉並区21世紀ビジョン（基本構想）」および「杉並区基本計画」の体系に基づく７８施策

（３・４ページ参照）

　施策評価表では、コスト面から施策の概況を把握・分析できるよう、事業費、人件費などの記

入欄を設けてあります。「総事業費伸び率」、「人件費比率」の内訳は次の通りです。（コストの

詳細は２４～２７ページ参照）

　総事業伸び率については増が４４施策（５６．４％）、減が３３施策（４２．３％）となっ
ており、増となった施策が多くなっています。また、１０％以内の増減のものが４３事業（５
５．１％）です。
　人件費比率については１８．２％で、前年度の１９．０％から減少しています。内訳を見る
と、「６０～８０％」の施策が減り、「４０～６０％」の施策が増えています。

総事業費伸び率 その他（新
規等）
1.3%１０％以上

減
17.9%

１０％未満
減

24.4%

１０％未満
増

30.8%

１０％以上
増

25.6%

人件費比率 ２０％未満
28.2%

２０～４０％
14.1%４０～６０％

28.2%

６０～８０％
17.9%

８０～１０
０％
11.5%
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（３）活動指標（指標Ⅱ）・協働・委託等（指標Ⅲ）

（４）成果指標（指標Ⅳ）

（５）施策を構成する事務事業の状況（相対性）

施策評価の「相対性」と事務事業評価における「今後の事業のあり方（コスト、成果）」との関係

増 現状維持 減

重点事業 82 138 29

費用対効果高い 23 82 11

見直すべき 11 57 60

合計 116 277 100

減

193 18

合計

6 249

116

72

81

66

46

2

10

　成果指標とは、施策や事業の実施に伴う成果を直接的な活動量ではなく、より実質的な効果

を測定するための指標です。「その施策や事業を行うことが区民にとってどのように役立つの

か」という視点で、区民が享受することのできるサービス向上の度合いを端的に明示するもので

す。

　合計で１９９指標を設定してあり、そのうち目標値を設定しているものが１０６項目あります。そ

のうち平成１４年度と比較して目標値に向けて好転している項目が６４項目、後退している項目

が３９項目となっています。（各指標の詳細については６１～６６ページ参照）

　指標が好転したものとして、「南北バスすぎ丸の利用者数」(施策5)、「健康づくりに関するグ

ループ・ボランティア・ＮＰＯなどの数」(施策22)、「耐震強化済校比率」(施策55)、後退したもの

として、「年間の延べ水害件数」(施策10)、「新成人立会人応募数」(施策73)、「区民の区事業

への参加率」(施策74)などが挙げられます。

　施策を構成する事務事業について、「重点事業に位置づけられる事務事業」、「費用対効果

の高い事務事業」「見直すべき事務事業」の３つの区分で相対評価を行っており、全８６２事業

のうち４９３件(５７．２％)がいずれかに位置づけられています。「重点事業」「費用対効果の高い

事業」「見直すべき事業」がそれぞれ２４９件（２８．９％）、１１６件（１３．５％）、１２８件（１４．８％）

となっています。

　事務事業評価表における「今後の事業のあり方（中長期）」との関係は、次のとおりです。事務

事業評価表で「コスト増」としながら施策評価表で「見直すべき」となっているものなど、施策・事

務事業評価間の判断が異なる場合は、施策評価の結果を優先しながら事業内容の検討を進

めていきます。

48

493

増

　主たるサービス等の状況について、区の活動量を表す数値が活動指標です。例えば各年度

に実施した事業の開催回数、参加者数、道路の改修距離、助成件数、開館日数等を記入する

ものです。「協働・委託等」については、協働・委託等が何らかの形で実現している事務事業名

とその主な手法を集約して記入してあります。（「活動指標」については施策評価表を、「協働・

委託等」の詳細については１４・１５ページを参照）

162

128

①コスト ②成果

現状維持
割合

28.9%

13.5%

14.8%

57.2%282
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（６）今後の施策の方向

今後の施策の方向 ＜参考＞

方向性 施策数 構成比
（参考）

15年度評価
の施策数

①拡充 29 37.2% 34

②サービス増 38 48.7% 25

③改善余地なし 3 3.8% 3

④効率化 7 9.0% 16

⑤縮小／統廃合 1 1.3% 0

合　　計 78 100.0% 78

①拡充…コストを更に投資することにより、成果を向上
②サービス増…コスト維持のまま、効率化や手法転換等により成果を向上
③改善余地なし…コスト、成果ともに現状維持
④効率化…コスト削減の一方、効率化や手法転換等により、現状成果を維持
⑤縮小/統廃合…コスト削減による成果縮小/事業見直しによる廃止又は統合

コスト減 － ④効率化 ⑤縮小/統廃合

コスト維持 ②サービス増 ③改善余地なし －

コスト増 ①拡充 － －

成果増 成果維持 成果減

　施策評価表では、施策を構成する各事務事業の方向性や施策を取り巻く社会動向等を踏ま

え、今後の中長期的な施策の方向性について、コスト（総事業費）と成果（成果指標値）の２つ

の要素の組み合わせにより下記の①から⑤の区分の中から選択しています。

　成果を向上させるべき「拡充」または「サービス増」との評価の施策が１５年度評価より８施策

増え６７施策（８６％）となっています。

　一方、「効率化」を選んだ施策が１６から７へと減少していますが、その移行先は「拡充」６、

「サービス増」４、「効率化」５、「縮小/統廃合」１となっており、成果の向上が必要と考えられる

施策が増えています。各施策ごとの方向については【資料１】２４～２７ページの「１６年度評価」

欄を参照してください。

今後の施策の方向
⑤縮小／統廃合

1.3%④効率化
9.0%

③改善余地なし
3.8%

②サービス増
48.7%

①拡充
37.2%
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５．事務事業評価結果の概要

（１）評価対象

（２）評価結果の分析

 ① 施策への貢献度

８８９事業

９７５事業

15年度

73.3%

　上位の施策への事業の貢献度で
は、14年度以来、３年連続で「貢献
度大」の事業が若干増加し、「貢献
度中」及び「小」が減少していま
す。引き続き「貢献度中」及び
「小」の事業の精査、見直しを行う
ことにより、貢献度の高い事業の割
合を高めていきます。

８６２事業

20.0%

5.3%

13年度 前年比

69.7%

21.4%

+2.2%

6.1%

18.8%

100.0%

-1.2%

-0.1%

-0.8%1.3%

100.0%

1.3%

100.0%

貢献度合

貢献度大

事業数

合　　計 862

貢献度中

貢献度小

651

4

5.2%

0.5%

8.3%

0.6%

100.0%

　今年度で６年目となる事務事業評価では、「スマートすぎなみ計画（行財政改革実施プラ

ン）」の改定に当たり「区民との協働による自治体経営改革」を掲げたことを受け、ＮＰＯや企

業等との役割分担のあるべき姿や現状について問う項目を新たに追加しました。

　平成１５年度に区が実施した８６２事業。

　事務事業評価による事業の見直しや、より評価に適した事務事業単位への整理を進めて

きた結果、平成１１年度から３６０事業の減となっています。

その他

162

16年度 14年度

72.2%

20.4%

75.5%

45

年度

１１年度

１６年度

１５年度

１４年度

１３年度

１２年度

１，００７事業

１，０５６事業

１，２２２事業

評価対象事業数

施策への貢献度

貢献度大; 75.5%

貢献度中; 18.8%

貢献度小; 5.2%

その他; 0.5%
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 ②－１ NPO・企業等との役割分担（協働・委託等）のあるべき姿

 ②－２ 協働・委託等の実現状況と主な形態 ※割合の母数はいずれも全862事業

267 31.0%

1

①＋②
十分＋一部

52

19

0.1%

1.7%

9.5%

21.6%

うち網掛け部分（協働化率参入事業） 55212

14

26.6% 26.9%

53.5%461

1.6%

56

主
な
形
態

実現状況

531

61.6%

5.7%

5.8%

0.8%

2.2%

6.0%

6.5%

1

1

0

0

0

0

0

5

1

3

65

6

0

6

2

0

0

186

82

15

98

5234

16

0

50

3

36

15 49

12

232

131

17

9

1

10

8

3

55

①十分
に実現

②一部
実現

③今後
可能性

④当面
困難

①～④
計

10

20

57

1

193

85

4

229

7

共催 15

34その他

情報提供・情報交換

実行委員会・協議会

事業協力

補助・助成

42

11

5 0.6%

　今年度から新たに設けた項目。
「行政が自ら実施」と「その他」を
除く、何らかの形で行政とＮＰＯ・
企業等が協力すべきと回答している
事業は５３１事業（６１．６％）で
す。今後、「協働等推進計画」など
の進捗を図ることにより、事業実態
をこの数値に近づけていくことが必
要です。

37.8%

91 10.6%

39.4%

100 11.6%

862

340

事業数 16年度

326

あるべき姿

その他

行政が自ら実施

NPO・企業等と行政がともに主体として実施

行政が主体、NPO・企業等が協力

NPO・企業等が主体、場合により行政が協力

合　　計 100.0%

委託 [業務量の50%未満に相当] 

委託 [業務量の50%以上に相当]

後援

　「実現状況」については、あるべき姿と言える事業手法をとっている「十分に実
現」は２２９事業（全８６２事業中の２６．６％）となっています。
　網掛け部分は「杉並区協働等推進計画」で「協働化率」に算入している事業で、現
在２６７事業、全８６２事業中の３１．０％です。「スマートすぎなみ計画」では、
協働化率を平成１９年度までに５０％、２２年度までに６０％に上げることを目標に
掲げています。

　「主な形態」で「委託」を選んだ２６８事業（３１．１％；「今後可能性」「当面
困難」を除く）の委託先は、「企業・個人事業者」が１９３（２２．４％）、「社団
法人・財団法人等公益団体」が６０（７．０％）、「ＮＰＯ・ボランティア・市民活
動団体」が１５（１．７％）でした。

合　　計

NPO・企業等との役割分担（協働・委託等）のあるべき姿

その他; 0.6%NPO・企業等が主体、
場合により行政が協

力; 10.6%

NPO・企業等と行政が
ともに主体として実施;

11.6%

行政が主体、NPO・企
業等が協力; 39.4%

行政が自ら実施;
37.8%
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 ②－３ 協働・委託等の相手

105 22.8%

　②－２の実現状況について「十分
に実現」「一部実現」と回答した４
６１事業を対象とした設問です。
「社団法人・財団法人等」を選択し
た１０５事業は福祉事業関連が多く
なっています。一方、「ＮＰＯ・ボ
ランティア・市民活動団体」の１１
９事業は防災、福祉、環境、教育な
ど幅広い分野にわたっています。

合　　計

ＮＰＯ・ボランティア・市民活動団体 119

236 51.2%

協働・委託等の相手

社団法人・財団法人等公益団体

事業数 16年度

100.0%461

25.8%

企業・個人事業者

その他 1 0.1%

協働・委託等は実現しているか

十分に実現している;
26.6%

一部実現している;
26.9%

実現していないが今後
可能性がある; 6.5%

当面実現は困難であ
る; 1.6%

協働・委託等の主な形態

その他; 5.8%

後援; 0.1%
共催; 1.7%

委託 [業務量の50%未
満に相当]; 9.5%

委託 [業務量の50%以
上に相当]; 21.6%

補助・助成; 5.7%

情報提供・情報交換;
0.8%

実行委員会・協議会;
2.2%

事業協力; 6.0%

協働・委託等の相手

その他; 0.1%

企業・個人事業者;
51.2%

社団法人・財団法人
等公益団体; 22.8%

ＮＰＯ・ボランティア・市
民活動団体; 25.8%

※②－２で「十分に実現」「一部実現」を選んだ４６１事業が対象；割合の母数は全８６２事業
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 ③－１ 現在の事業費で成果を向上させることができるか

 ③－２ 成果向上のための方策

-15.1%39.0%34.9%

前年比13年度

人件費・活動量の増加 7

100.0%100.0%

46.1%

100.0%

実施主体の変更 20

23.1%

1.0%

100.0%

事業量・活動量の増加 39

44.2%36.1%

対象の拡大 42

組織権限等の見直し 7

その他 436 50.6% 37.2%

合　　計 862 100.0%

4.9% 3.9% -0.2%

0.8%

8.5%

0.8%1.5%

2.1%2.0%

0.8% 1.1%

5.1%

1.0%

1.2%

4.5% 8.4%8.8%

2.3%

方策 事業数 16年度

合　　計 862

396

成果向上可能性

できない 253 16.8%

15年度

36.4%

43.0%45.9%ある程度できる

できる

29.4%

手段・方法の変更 311

+2.9%36.9%

21.3%

その他 29 3.4% 3.2%

事業数 16年度

14年度

184

40.6%

3.8%

21.3%

15年度

14年度

37.5%

100.0% 100.0%

-0.2%

100.0%

34.0%

1.0%

+13.1%

-0.4%

+12.6%

　「できない」が前年度の１３５事
業（１６．８％）から１１８事業増
加して２５３事業(２９．４％)とな
り、全事業の約３割を占めていま
す。「できない」の理由としては、
制度上の制約、事業費増が必要、す
でに見直し済み、などの回答が多く
なっていますが、今後も新たな視点
で継続的な改善に取り組むことが必
要です。

-8.1%

　成果向上のための方策で
は、「手段方法の変更」が３
１１事業（３６．１％）と３
分の１を占めていますが、事
業数としては前年度の３９３
事業から▲８２事業と減少し
ています。
　「その他」のうち２５３件
（２９．４％）は、前の質問
において「できない」と回答
しているものです。

2.6%

2.8%

50.3%

+0.3%

前年比13年度

-4.3%

-0.7%

成果を向上させることができるか
その他; 3.4%

できない; 29.4%

ある程度できる; 45.9%

できる; 21.3%

成果向上のための方策

その他; 50.6%

人件費・活動量の増加;
0.8%

組織権限等の見直し;
0.8%

手段・方法の変更;
36.1%

実施主体の変更; 2.3%

対象の拡大; 4.9%

事業量・活動量の増加;
4.5%
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 ④ 受益者負担の見直しの余地

 ⑤ コストを下げる余地はあるか

3.3%

100.0%862 100.0%100.0%

その他 20 2.3%

合　　計

事業数

事業の統廃合

80.2%

118 13.7% 19.0% 17.8%13.9%

82.3%

2.0%

-14.9%

手段・方法の変更

対象の縮小 11 1.3%

27 3.1%

2.5%1.0%

補助金など

執行体制改善
（組織統廃合・簡素化）

9

ＯＡ化

4.2%

17.4%0.2%2

0.8%

3.5%3.4%

合　　計 862 100.0% 100.0% 100.0%100.0%

+4.4%

その他 119 13.8% 3.1% +11.4%

ない 56.2%53.9%

2.4%

521 60.4%

19.3%

1.1%

15.1%

56.0%

13年度

2.6%

-1.5%

1.1%

2.8%

0.5%

2.8%

+0.2%

-0.3%

3.6%

+1.3%

-1.0%3.6%

133 15.4% 11.9%

28 3.2%

12 1.4%

14.1%

ある

84.0%

15年度

1.3%

民営化・外部委託化

16年度方策

見直し余地 事業数 16年度

ない 724

14年度

3.7%

14年度 13年度15年度

77.7%

100.0%

3.4%

4.2%

　最も多い「手段・方法の変
更」の内訳としては、事業手
法の精査による最適化を意図
するものが多く見られます。
　「余地がない」の割合が２
年続けて増加し６０．４％と
なっていますが、今一度新た
な視点での見直しにより継続
的にコスト削減に努めること
が必要です。

　受益者負担の見直しの余地が「あ
る」ものがやや減って、１１８事業
（１３．７％）となっています。

前年比

+0.1%

9.4%

前年比

-0.2%

+1.7%

-1.4%

受益者負担の見直しの余地はあるか
その他; 2.3%

ない; 84.0%

ある; 13.7%

コストを下げる余地はあるか

ない, 60.4% 補助金など, 0.2%

その他, 13.8%

執行体制改善
（組織統廃合・簡素化）,

1.0%

対象の縮小, 1.3%

ＯＡ化, 3.1%

事業の統廃合, 1.4%
民営化・外部委託化,

3.2%

手段・方法の変更,
15.4%
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18 

６．評価結果への対応 

 

杉並区の行政評価は今年度で６年目となりました。この間、事務事業の大幅な整

理・統合など、区の仕事を見直すための手法として活用を進めてきました。 

今年度は、「すぎなみ五つ星プラン（基本計画・実施計画）」・「スマートすぎなみ計

画（行革プラン）」の改定に当たり、政策ごとに成果指標を掲載するなど、事業の実施

量ではなく「成果」を問う行政評価の発想が区の経営システムに着実に根付いてきて

います。また、事務事業評価で行った協働・委託等に関する評価は「杉並区協働等推

進計画」の基礎となりました。 

ここでは主に杉並区政チェックリスト（５～７；２８～５７ページ）の指標の変化を踏まえ

て「すぎなみ五つ星プラン」や１７年度予算案に計上した事業について記載します。 

 

（１）「安全・安心」分野 

「安全・安心」分野は全ての指標が好転していますが、１５年度から安全パトロール

隊の活動が開始するなど地域住民・警察・区など関係団体の取り組みの成果が現れ

たものと考えられます。今後も区民が２４時間３６５日安心して暮らしていけるよう、土日

や夜間・深夜帯の安全パトロール強化（17 年度）や自転車駐車場の整備（3 年間で

2,240 台）などを「すぎなみ五つ星プラン」に計画化し、取り組んでいきます。また、道路

反射鏡や視覚障害者誘導ブロックなど交通安全施設を計画的に整備し、交通事故の

減少に努めていきます。 

 

（２）「みどり・環境」分野 

レジ袋の削減や資源の集団回収などに取り組んできた結果、「区民１人あたりのご

み排出量【指標 7】」、「リサイクル率【指標】8）」はともに好転しています。しかし、それぞ

れ減少率・向上率は低く、２４年度の目標を達成するため、さらなる取り組みを推進しま

す。１７年度には廃プラスチック・ペットボトル集積所回収の拡充経費やごみの減量に

向けた区民発意事業経費などを予算化しました。 

「杉並区が美しいと思う区民の割合【指標 10】」は０．８ポイント減となっていますが、

安全美化条例によるポイ捨て減少を図るとともに、架空線の地中化や「みどりのベル

ト」づくりなどを計画化し、美しいまちなみの形成を推進します。 

 

（３）「健康・福祉」分野 

 「特別養護老人ホーム入所者平均待機期間【指標 13】」については、待機期間のさ

らなる短縮に向け、「特別養護老人ホームの整備（18・19 年度計 90 人分の増）」、「都

市型多機能拠点の整備（17～19 年度計 10 所整備）」などを計画化しました。また、「緊
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急ショートステイ（17 年度 2 床）」や緊急時のホームヘルプサービス「２４時間安全ヘル

プ」など在宅サービスの充実に向けた事業も計画化しています。 

 「高齢者で生きがいを感じている人の割合【指標 14】」は２．４ポイント上昇しました。 

１７年度予算案では高齢者の就業機会創出支援などの「いきがい活動支援事業」を

計上しています。 

 「保育園待機児童数【指標 15】」は２５人の減となっています。引き続き待機児童の解

消を図るため、「保育園の整備」、「認証保育所の拡充」などを計画化しました。保育事

業については１６年度に外部監査を実施し、その結果を踏まえた対応策を現在検討

中です。このほか、「グループ保育の実施」、「一時保育の拡充」を引き続き実施するな

ど子育て支援を行います。 

 

（４）「産業経済・区民生活」分野 

商店街のにぎわいづくりに向け、「千客万来・アクティブ商店街事業」、「アニメーショ

ンによる商店街の活性化」などを引き続き実施するともに、「空き店舗助成制度」を計

画化しました。 

また、「みどりの産業事業所数」【指標 18】向上に向け、「起業家養成講座の開催」、

「コミュニティビジネスへの支援」、「アニメーションフェスティバル等の開催・出展」、「人

材育成支援（アニメ匠塾）」などを引き続き計画事業として実施します。 

 

（５）「自律・教育」分野 

「ボランティアに参加したことのある区民の割合【指標 22】」は２．８ポイントの減となっ

ています。これまでも、１４年度に「杉並ＮＰＯ・ボランティア活動推進センター」をオー

プンするなど区民による公益的な活動を支援してきましたが、さらに１７年度には社会

貢献活動に必要な知識・技能を学ぶ場となる「（仮称）すぎなみ地域大学」の設立準備

経費や地域団体の情報等を掲載する「すぎなみ地域活動応援サイト」運営経費を予

算化し、区民の潜在的な活動意欲を支援します。 

また、「不登校児童生徒数【指標 23】」が 14 人の増、「いじめや仲間はずれがなく生

活していると感じている子どもの割合【指標 24】」が０．３ポイントの減となっていることを

受け、「小学校スクールカウンセラーの配置拡充（16 年度 7 人→19 年度 18 人）」を計

画化しました。 

こうした指標の状況や社会経済状況を踏まえ、「すぎなみ五つ星プラン」では、平成

２２年度杉並区のあるべき姿として「教育立区」「生涯現役」を掲げました。今後杉並区

では、「自律・教育」分野を区政の重点分野として取り組んでいきます。 

 

（６）「区政経営」分野 

平成１３年度からの「スマートすぎなみ計画」に基づく行財政改革の結果、「区民１人
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あたりの行政コスト【指標 26】」、「区民 1 人あたりの区の負債額【指標 30】」はともに着

実に減少しています。 

今後、「杉並区協働等推進計画」を策定し、区民や NPO との協働や民営化・民間

委託の進捗を図るとともに、少数精鋭の組織機構を担える職員の育成と職員定数の

削減・適正化に努め、質の高いサービスを効率的に提供することにより、さらなる「区民

の区政満足度【指標 27】」の向上を目指します。 
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７．今後の課題 

 

行政評価の手法は今なお発展の途上にあり、今後も区民や区議会、外部評価委員

会の意見を踏まえつつ、より一層区民サービスの充実につながる行政評価に向けた

改善を行っていく必要があります。 

ここでは、平成１７年度行政評価に向けた課題について、第１章で述べた「成果重

視の行政への転換」、「効率的で質の高い行政の実現」、「説明責任の徹底」という行

政評価の３つの目的（１ページ参照）の観点から今後の課題を整理します。 

 

 

（１）「成果重視の行政への転換」について 

 

杉並区自治基本条例では、行政評価の目的として「政策等の成果及び達成度を明

らかにする」ことを掲げています。現在の行政評価の体系の中では、政策・施策・事務

事業の各評価レベルごとに「成果指標」を設定し、達成度を図る基準としていますが、

この「成果指標」は上記の自治基本条例の規定に対応する部分であり、行政評価の

核心を成す部分です。 

行政評価では「活動指標」「成果指標」という概念を使用しています（１１ページ参

照）。「活動指標」は区の活動量を測定する基準であるのに対し、「成果指標」は区の

行政活動の結果、区民生活や区民満足の向上がどの程度もたらされたかを測る基

準です。これまでの行政は、「活動指標」を基準に業務に取り組んでいた場合が多く見

られましたが、効率的で区民満足を重視する「新しい自治体経営」においては、「区民

の立場に立った指標」である「成果指標」を中心とした「成果主義」の考え方が求めら

れます。 

成果指標の考え方は、区民の視点を重視するだけでなく、区の仕事に対する考え

方の転換にもつながります。例えば「特別養護老人ホームの建設数」は「活動指標」、

「特別養護老人ホーム入所者平均待機期間」が「成果指標」ですが、活動指標である

「特別養護老人ホームの建設数」を行政活動を評価する指標とする場合、区の取り組

みは施設を建設することに限られますが、施設建設には多額のコストと長い整備期間

が必要となるため、入所希望者のニーズを迅速に満たすことは困難です。しかしながら、

「特別養護老人ホーム入所者平均待機期間」を指標とした場合、例えば、在宅介護の

充実、高齢者の健康維持支援などの入所希望者を減らすような施策、区外の空きの

ある施設に杉並区民が入所できるような仕組みづくりなど、施設建設のほかにもさまざ

まな取り組みを考えることができます。このように、「成果指標」を念頭に置くことは、区

民サービスを向上させる方法を幅広く考える契機となるのです。 
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今後、成果指標の目標達成状況等を重視する「成果主義の行政」を実現するため、

具体的には以下のような取り組みが必要です。 

 

①成果指標の見直し 

成果指標は行政活動の成果を端的に示すものであり、行政評価の中心的な役割を

担うものです。現在の指標のうち、行政活動の成果が十分に現せないものについて見

直しを行い、より適切な指標を設定します。また、評価は毎年行うことが必要であるた

め、数値が毎年入手できない成果指標については、原則として毎年数値を把握でき

るよう改善します。 

 

②成果指標の体系の整理 

現在、政策・施策・事務事業の各評価レベルで成果指標が設定されているほか、

「杉並区政チェックリスト」、「すぎなみ五つ星プラン」においても成果指標を掲載してお

り、複数の指標体系が並存している状況にあります。 

成果指標は地域課題の進捗状況を端的に示すものであり、今後、協働による課題

解決を推進するためにも区民と共有すべきものです。米国のオレゴン州では９２個の

成果指標を体系的に示すことにより、州の現状と将来的な目標を分かりやすく示して

います。今後杉並区でも、課単位で取り組むことのできる施策指標を中心に、成果指

標の一定数への絞り込みなどにより、区民にとって分かりやすい体系づくりに取り組み

ます。 

 

 

（２）「効率的で質の高い行政の実現」について 

 

①上位評価による２次評価 

杉並区では１５年度から政策－施策－事務事業の三層構造による評価体系を実施

しています。施策評価・事務事業評価では、それぞれ施策・事務事業の今後の方向

性についての評価を行っていますが、担当部署による自己評価となっています。この

ため、方向性評価は予算の査定と直接的に連動するのではなく、査定を行う際の参考

評価という位置づけとなっています。 

行政評価を区の事業体系の最適化に向けてより効果的に活用するためには、上位

階層の評価の中で２次評価を行い、それぞれの施策や事務事業に対する区としての

最終的な評価を確定させるプロセスが必要です。 

具体的には、事務事業の方向性についてはその事務事業を含む施策の施策評価

の中で２次評価（「拡充」「縮小」「統廃合」などに分類）を行い、その評価結果を区とし

ての最終的な評価として位置づけます。同様に、施策の方向性についてはその施策
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を含む政策の政策評価の中で行う 2 次評価の結果を最終評価としていきます。 

 

②事務事業評価のあり方 

今回で６年目となる事務事業評価は、これまで事業の見直しや効率化という観点か

ら大きな役割を果たしてきましたが、コスト削減や成果向上に向けた業務改善の工夫

が行き詰まりつつあることを示す数値も見られます（１６・１７ページ参照）。 

一方、今年度の事務事業評価では協働･委託等に関する設問を新設し、公共サー

ビスの提供主体の見直しという観点から全事業を点検しましたが、これにより業務改善

の可能性を掘り起こすことができました（１４ページ参照）。こうした結果は「スマートすぎ

なみ計画」の改定や「杉並区協働等推進計画」策定にも活用しています。 

このように、今後より一層の業務改善を進めるためには、区政全般にわたる課題等

を踏まえつつ、見直しの視点を明確に定めた取り組みが必要です。 

 

 

（３）「説明責任の徹底」について 

 

区の課題を区民と共有し、協働による課題解決を進めていくためには評価結果を区

民と共有することが必要です。具体的には次のような対応策を推進します。 

 

①表現方法の工夫 

本報告書では、「杉並区政チェックリスト」でグラフなど視覚的な表現方法を充実さ

せるとともに、他都市データなど区民が指標の状況について評価・判断する際の参考

情報を充実させることに努めました。今後も区民の声を踏まえつつ、より分かりやすく、

区民による区政評価の参考となる公表方法を工夫していきます。 

 

②評価プロセスへの区民の参画 

 行政評価は区民の視点で行うものであり、区民の参画が不可欠です。評価プロセス

への区民参画の推進は行政評価の区民への浸透と表裏一体を成すものでもあります。

今後、成果指標の目標設定や見直しをする際に区民意見を募集するなど、適切な手

法を研究していきます。 



【資料１】政策・施策事業費等一覧
　※1…単位は千円（「前年度比率」「委託費比率」「人件費比率」の単位％、「正規職員数」「非常勤職員数」は人）

　※2…「（内）委託費」「（内）人件費」は１５年度総事業費に含まれている

１３年度 １４年度 １５年度評価

総事業費 総事業費 今後の方向

1 安全・安心分野 145 8,533,854 9,205,718

1 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくるために 105 7,970,014 8,685,444

1 まちづくり施策の執行体制の確保 都市整備部都市計画課 3 100,983 117,891 拡充

2 適正な土地利用と住環境の整備 都市整備部都市計画課 18 775,185 909,032 拡充

3 住民参加のまちづくり 都市整備部まちづくり推進課 2 28,092 29,562 サービス増

4 都市機能の充実 都市整備部拠点整備担当課 2 60,401 56,729 サービス増

5 道路交通体系の整備 都市整備部建設課 30 3,383,082 3,905,145 拡充

6 交通安全の推進 都市整備部交通対策課 23 846,599 833,375 サービス増

7 自転車問題の解決 都市整備部交通対策課 10 1,600,471 1,663,085 拡充

8 住宅施策の推進 都市整備部住宅課 17 1,175,201 1,170,624 拡充

2 安全で災害に強いまちをつくるために 40 563,840 520,273

9 災害に強い都市の形成 都市整備部まちづくり推進課 10 196,408 160,108 拡充

10 水害対策の推進 都市整備部建設課 6 106,443 76,094 サービス増

11 防災力の向上 危機管理室防災課 24 260,989 284,071 サービス増

2 みどり・環境分野 89 18,985,066 12,043,441

3 うるおいのある美しいまちをつくるために 41 9,824,230 2,974,328

12 水辺とみどりの保全・創出 都市整備部公園緑地課 20 278,582 300,878 サービス増

13 公園づくり 都市整備部公園緑地課 11 9,456,594 2,596,413 拡充

14 まちの景観づくり 都市整備部まちづくり推進課 5 65,608 46,294 拡充

15 環境美化の推進 環境清掃部環境課 5 23,446 30,744 サービス増

4 環境に負荷を与えない持続可能な成長が可能なまちをつくるために 48 9,160,835 9,069,113

16 環境施策の枠組みづくり 環境清掃部環境課 6 58,002 100,193 拡充

17 ごみの発生抑制及びリサイクルの推進 環境清掃部清掃管理課 10 1,354,360 1,418,220 拡充

18 環境配慮行動の推進 環境清掃部環境課 7 61,383 180,019 サービス増

19 公害の防止 環境清掃部環境課 13 154,716 158,552 拡充

20 ごみ排出の適正化及び収集サービスの向上 環境清掃部清掃管理課 12 7,532,375 7,212,129 拡充

3 健康・福祉分野 341 141,402,480 141,931,155

5 健康を支えるまちづくりのために 39 47,416,968 45,760,381

21 保健福祉施策の執行体制の確保 保健福祉部管理課 1 132,365 45,877 効率化

22 健康なまちづくりの推進 杉並保健所健康推進課 15 421,525 418,118 サービス増

23 生涯を通じた健康づくりの支援 杉並保健所健康推進課 23 46,863,077 45,296,385 サービス増

6 子育てを社会で支え､子どもが健やかに育つために 67 18,626,537 18,474,521

24 保育の充実 保健福祉部保育課 16 12,164,981 11,479,699 拡充

25 多様な保育ニーズへの対応 保健福祉部保育課 2 77 11,076 拡充

26 地域子育て支援の充実 保健福祉部児童青少年センター 11 161,327 177,661 拡充

27 障害児の援護の充実 保健福祉部障害者施策課 14 908,436 885,785 サービス増

28 子どもの育成環境の整備 保健福祉部児童青少年センター 13 2,954,925 3,065,328 拡充

29 子育て家庭の生活支援 保健福祉部児童課 11 2,436,792 2,854,972 効率化

7 共に生きるまちをつくるために 208 73,830,564 76,214,904

30 高齢者の社会参加と交流の拡大 保健福祉部高齢者施策課 17 922,943 822,627 サービス増

31 高齢者の地域社会での介護予防と自立支援 保健福祉部高齢者在宅サービス課 36 2,352,038 1,935,755 拡充

32 介護保険サービスの基盤整備 保健福祉部高齢者施策課 34 19,169,810 20,957,468 拡充

33 障害者の社会参加や就労機会の拡大 保健福祉部障害者施策課 35 3,720,911 3,817,907 拡充

34 障害者の地域社会での自立支援 保健福祉部障害者施策課 36 2,976,631 2,978,624 拡充

35 地域福祉の基盤整備 保健福祉部管理課 27 903,505 736,066 拡充

36 生活の安定と自立への支援 東・西・南福祉事務所 8 8,684,354 9,120,834 サービス増

37 国民健康保険の運営 保健福祉部国民健康保険課 12 34,888,999 35,632,422 効率化

38 国民年金制度の運営 保健福祉部国民年金課 3 211,372 213,199 効率化

8 安心してくらせるために 27 1,528,411 1,481,350

39 地域医療体制の整備 杉並保健所健康推進課 6 280,223 285,541 サービス増

40 健康を支える仕組みづくり 保健福祉部生活衛生課 17 1,227,024 1,175,530 拡充

41 安全で明るい地域社会づくり 区民生活部地域課 4 21,163 20,279 サービス増

分
野

政
策

施
策

施策名 施策担当課
事務
事業
数
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総事業費 前年度比 前年度比率 （内）委託費 委託費比率 （内）人件費 人件費比率 総事業費 前年度比 相対性 今後の方向

9,218,614 12,897 0.1 4,234,500 45.9 2,403,461 26.1 10,891,086 1,672,472

8,448,037 -237,407 -2.7 4,130,686 48.9 2,165,028 25.6 8,010,578 -437,459

108,913 -8,977 -7.6 4,760 4.4 83,464 76.6 111,787 2,874 見直 サービス増

677,056 -231,977 -25.5 19,882 2.9 632,371 93.4 784,349 107,293 重点 サービス増

22,586 -6,976 -23.6 1,281 5.7 13,491 59.7 24,841 2,255 重点 改善余地なし

41,615 -15,115 -26.6 0 0.0 40,923 98.3 47,226 5,611 － サービス増

4,128,938 223,793 5.7 2,341,699 56.7 953,081 23.1 4,302,172 173,234 重点 拡充

851,558 18,183 2.2 546,258 64.1 164,950 19.4 711,745 -139,813 － サービス増

1,361,534 -301,551 -18.1 926,720 68.1 124,747 9.2 729,668 -631,866 重点 拡充

1,255,837 85,213 7.3 290,086 23.1 152,001 12.1 1,298,790 42,953 見直 サービス増

770,577 250,304 48.1 103,814 13.5 238,433 30.9 2,880,508 2,109,931

135,731 -24,377 -15.2 53,735 39.6 60,440 44.5 2,322,707 2,186,976 重点 拡充

79,819 3,725 4.9 29,886 37.4 32,439 40.6 103,952 24,133 重点 拡充

555,028 270,956 95.4 20,193 3.6 145,555 26.2 453,849 -101,179 重点 サービス増

11,855,276 -188,165 -1.6 1,688,238 14.2 4,062,514 34.3 11,527,727 -327,549

2,990,291 15,962 0.5 855,042 28.6 747,786 25.0 2,823,121 -167,170

274,932 -25,946 -8.6 116,242 42.3 110,626 40.2 320,328 45,396 重点 拡充

2,570,675 -25,737 -1.0 712,055 27.7 551,727 21.5 2,383,580 -187,095 重点 拡充

48,912 2,618 5.7 10,182 20.8 36,156 73.9 38,175 -10,737 重点 拡充

95,771 65,028 211.5 16,563 17.3 49,276 51.5 81,038 -14,733 － サービス増

8,864,985 -204,127 -2.3 833,196 9.4 3,314,728 37.4 8,704,606 -160,379

110,111 9,918 9.9 8,260 7.5 87,512 79.5 107,255 -2,856 見直 サービス増

1,227,357 -190,863 -13.5 554,758 45.2 332,037 27.1 1,307,050 79,693 重点 拡充

163,357 -16,662 -9.3 18,712 11.5 101,003 61.8 247,550 84,193 － サービス増

169,145 10,593 6.7 51,526 30.5 95,786 56.6 167,639 -1,506 － 拡充

7,195,016 -17,113 -0.2 199,940 2.8 2,698,391 37.5 6,875,112 -319,904 － サービス増

149,049,882 7,118,726 5.0 5,139,462 3.4 18,523,505 12.4 156,443,327 7,393,445

44,210,738 -1,549,643 -3.4 2,333,045 5.3 897,100 2.0 44,665,795 455,057

43,211 -2,666 -5.8 0 0.0 25,453 58.9 38,463 -4,748 － 効率化

412,892 -5,226 -1.2 85,899 20.8 202,455 49.0 446,556 33,664 － サービス増

43,754,635 -1,541,750 -3.4 2,247,146 5.1 669,192 1.5 44,180,776 426,141 見直 サービス増

19,578,766 1,104,245 6.0 493,997 2.5 11,713,383 59.8 19,767,652 188,886

11,579,061 99,362 0.9 118,781 1.0 8,309,629 71.8 11,640,164 61,103 重点 サービス増

11,800 724 6.5 6,698 56.8 4,767 40.4 11,756 -44 － サービス増

178,046 385 0.2 18,198 10.2 150,063 84.3 171,554 -6,492 重点 拡充

908,275 22,489 2.5 61,280 6.7 543,058 59.8 935,944 27,669 － サービス増

3,533,348 468,020 15.3 255,286 7.2 2,519,511 71.3 3,208,735 -324,613 重点 拡充

3,368,237 513,265 18.0 33,754 1.0 186,356 5.5 3,799,499 431,262 － サービス増

83,671,483 7,456,580 9.8 1,639,083 2.0 5,215,871 6.2 90,449,833 6,778,350

770,446 -52,181 -6.3 81,546 10.6 352,837 45.8 794,130 23,684 － サービス増

1,629,581 -306,174 -15.8 652,502 40.0 596,173 36.6 1,651,544 21,963 － 拡充

22,409,343 1,451,875 6.9 205,707 0.9 623,014 2.8 23,770,130 1,360,787 － 拡充

2,919,755 -898,152 -23.5 428,564 14.7 1,331,548 45.6 2,980,368 60,613 － 拡充

4,002,290 1,023,665 34.4 106,043 2.6 557,541 13.9 5,529,448 1,527,158 － 拡充

1,619,665 883,599 120.0 16,293 1.0 168,095 10.4 602,728 -1,016,937 － 拡充

10,250,825 1,129,990 12.4 40,880 0.4 726,086 7.1 11,494,923 1,244,098 － サービス増

39,875,808 4,243,385 11.9 107,548 0.3 671,254 1.7 43,430,318 3,554,510 － 拡充

193,771 -19,429 -9.1 0 0.0 189,324 97.7 196,244 2,473 見直 統廃合

1,588,895 107,544 7.3 673,337 42.4 697,151 43.9 1,560,047 -28,848

284,063 -1,478 -0.5 258,548 91.0 23,384 8.2 286,570 2,507 － サービス増

1,247,940 72,410 6.2 414,789 33.2 653,080 52.3 1,230,570 -17,370 － 拡充

56,891 36,613 180.5 0 0.0 20,686 36.4 42,907 -13,984 重点 サービス増

１６年度評価１６年度予算１５年度　※1、※2
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１３年度 １４年度 １５年度評価

総事業費 総事業費 今後の方向

4 産業経済・区民生活分野 43 2,812,996 2,667,015

9 環境と共生する産業の育成のために 16 348,180 388,726

43 産業振興の基盤整備 区民生活部産業振興課 11 320,275 289,158 拡充

44 新しい産業の育成・支援 区民生活部産業振興課 5 27,905 99,569 拡充

10 商店街活性化のために 6 182,811 227,236

45 魅力ある商店街づくり 区民生活部産業振興課 6 182,811 227,236 拡充

11 都市農業の育成のために 7 59,964 63,662

47 新しい都市農業の推進 区民生活部生活経済課 7 59,964 63,662 拡充

12 多様な働き手、組織が活躍する社会の形成のために 5 208,606 258,206

48 働くひとびとの条件整備 区民生活部産業振興課 2 202,526 189,707 効率化

49 男女が対等に働ける職場環境づくり 区民生活部男女共同参画推進担当課 1 6,080 5,998 効率化

51 ＮＰＯ・ボランティアなどが、活動しやすい環境整備 区民生活部地域課 2 0 62,501 サービス増

23 区民生活を支える基盤整備 9 2,013,436 1,729,184

81 区民生活の情報基盤整備 区民生活部区民課 9 2,013,436 1,729,184 サービス増

5 自律・教育分野 162 17,983,390 18,030,350

13 魅力ある学校教育のために 69 11,843,256 11,299,381

52 教育施策の執行体制の確保 教育委員会事務局庶務課 3 100,317 120,524 サービス増

53 豊かな学校教育づくり 教育委員会事務局指導室 26 772,823 708,774 効率化

54 児童・生徒の健康維持及び安全の確保 教育委員会事務局学校運営課 10 400,094 524,239 改善余地なし

55 教育施設の整備・充実 教育委員会事務局施設課 5 1,977,184 2,110,981 改善余地なし

56 学校教育の環境整備 教育委員会事務局学校運営課 12 6,674,869 5,991,440 効率化

57 多様な教育機会の提供 教育委員会事務局学務課 8 657,213 567,655 拡充

58 就学のための経済的支援 教育委員会事務局学務課 5 1,260,755 1,275,768 効率化

14 地域に開かれ、支えられた教育のために 12 201,595 301,544

59 学校運営への参画 教育委員会事務局社会教育スポーツ課 5 26,031 45,953 拡充

60 地域への学校開放 教育委員会事務局社会教育スポーツ課 6 175,564 250,337 改善余地なし

61 家庭における教育力の向上 教育委員会事務局社会教育スポーツ課 1 0 5,254 サービス増

15 生涯学習の推進のために 43 3,939,166 4,027,023

62 生涯学習環境の整備・充実 教育委員会事務局社会教育スポーツ課 26 1,640,148 1,782,277 拡充

63 図書館サービスの充実 教育委員会事務局中央図書館 10 2,189,842 2,136,278 効率化

64 消費者行政の充実 区民生活部生活経済課 7 109,176 108,468 サービス増

16 地域文化の創造のために 16 331,956 299,206

65 文化・芸術活動の推進 区民生活部文化・交流課 13 244,693 242,337 サービス増

66 文化・芸術活動の基盤整備 教育委員会事務局郷土博物館 3 87,263 56,869 効率化

17 ふれあいと参加の地域社会をつくるために 22 1,667,417 2,103,196

67 地域活動の推進 区民生活部地域課 13 1,528,652 1,986,984 効率化

68 交流と平和の推進 区民生活部文化・交流課 4 49,115 44,800 拡充

69 男女共同参画社会に向けた環境整備 区民生活部男女共同参画推進担当課 5 89,650 71,412 サービス増

6 区政経営分野 82 10,152,448 10,249,319

18 区政を支える基盤整備 46 6,215,293 6,361,893

70 内部事務等の適正かつ効率的な執行 区長室総務課 18 1,218,176 1,211,680 効率化

72 行政財産の適切な取得・運営及び維持管理 政策経営部経理課 9 4,228,686 4,359,173 効率化

73 政治意識の高揚と政治参加の促進 選挙管理委員会事務局 9 97,662 159,043 効率化

78 効率的で効果的な組織・体制づくり 政策経営部職員課 8 670,769 631,997 効率化

83 危機管理体制の強化 危機管理室危機管理対策課 2 0 0 （新規）

19 区民と行政の協働 7 62,448 68,517

74 区民と行政の協働 区長室区政相談課 7 62,448 68,517 サービス増

20 創造的で開かれた自治体経営 27 1,855,702 1,818,688

75 創造的な政策形成と行政改革の推進 政策経営部企画課 6 100,552 121,535 サービス増

76 財政の健全化と財政基盤の強化 政策経営部財政課 9 1,277,760 1,259,362 拡充

77 区民に身近で開かれた行政運営 区長室広報課 11 445,154 404,366 拡充

82 区政相談等の充実 区長室区政相談課 1 32,236 33,425 サービス増

21 地域と行政の情報化 2 2,019,005 2,000,221

79 地域と行政の情報化 政策経営部情報システム課 2 2,019,005 2,000,221 拡充

862 199,870,234 194,126,998

事務
事業
数

合　計　（比率は平均）

分
野

政
策
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策

施策名 施策担当課
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総事業費 前年比 前年度比率 （内）委託費 委託費比率 （内）人件費 人件費比率 総事業費 前年度比 相対性 今後の方向

2,855,372 188,357 7.1 177,749 6.2 1,787,110 62.6 3,032,783 177,411

478,677 89,951 23.1 54,488 11.4 117,906 24.6 660,673 181,996

410,104 120,946 41.8 40,833 10.0 80,671 19.7 517,794 107,690 重点 サービス増

68,573 -30,995 -31.1 13,655 19.9 37,235 54.3 142,879 74,306 重点 拡充

187,013 -40,223 -17.7 0 0.0 41,372 22.1 271,254 84,241

187,013 -40,223 -17.7 0 0.0 41,372 22.1 271,254 84,241 重点 効率化

64,063 401 0.6 47 0.1 38,404 59.9 75,406 11,343

64,063 401 0.6 47 0.1 38,404 59.9 75,406 11,343 重点 サービス増

256,600 -1,606 -0.6 65,648 25.6 21,586 8.4 289,067 32,467

171,663 -18,044 -9.5 63,051 36.7 3,598 2.1 187,884 16,221 効果 拡充

6,138 140 2.3 542 8.8 4,497 73.3 6,125 -13 重点 効率化

78,799 16,298 26.1 2,055 2.6 13,491 17.1 95,058 16,259 重点 サービス増

1,869,019 139,834 8.1 57,566 3.1 1,567,842 83.9 1,736,383 -132,636

1,869,019 139,834 8.1 57,566 3.1 1,567,842 83.9 1,736,383 -132,636 － サービス増

17,179,540 -850,810 -4.7 4,258,673 24.8 6,431,170 37.4 17,581,569 402,029

11,192,415 -106,966 -0.9 2,786,328 24.9 3,819,276 34.1 11,082,538 -109,877

116,144 -4,380 -3.6 5,130 4.4 80,946 69.7 113,981 -2,163 － サービス増

777,530 68,756 9.7 119,049 15.3 226,955 29.2 847,671 70,141 重点 効率化

653,257 129,018 24.6 356,468 54.6 81,370 12.5 756,803 103,546 － サービス増

1,950,982 -159,999 -7.6 1,860,392 95.4 89,760 4.6 1,437,426 -513,556 効果 改善余地なし

5,807,463 -183,977 -3.1 396,810 6.8 3,214,081 55.3 5,933,732 126,269 － 拡充

540,190 -27,465 -4.8 48,460 9.0 67,973 12.6 527,957 -12,233 重点 サービス増

1,346,849 71,081 5.6 19 0.0 58,191 4.3 1,464,968 118,119 － サービス増

215,303 -86,241 -28.6 31,892 14.8 75,332 35.0 254,262 38,959

54,839 8,886 19.3 6,584 12.0 25,029 45.6 65,423 10,584 － 拡充

154,931 -95,406 -38.1 24,958 16.1 46,412 30.0 180,986 26,055 － 改善余地なし

5,534 280 5.3 350 6.3 3,892 70.3 7,853 2,319 重点 サービス増

3,695,659 -331,363 -8.2 661,167 17.9 1,845,043 49.9 4,117,763 422,104

1,407,765 -374,512 -21.0 516,271 36.7 178,157 12.7 1,663,471 255,706 重点 拡充

2,184,807 48,529 2.3 141,913 6.5 1,603,012 73.4 2,328,302 143,495 効果 拡充

103,088 -5,380 -5.0 2,983 2.9 63,875 62.0 125,990 22,902 － サービス増

350,231 51,025 17.1 20,780 5.9 214,052 61.1 327,861 -22,370

286,241 43,903 18.1 2,477 0.9 180,743 63.1 267,811 -18,430 － サービス増

63,990 7,122 12.5 18,303 28.6 33,309 52.1 60,050 -3,940 重点 拡充

1,725,931 -377,265 -17.9 758,506 43.9 477,466 27.7 1,799,145 73,214

1,594,686 -392,298 -19.7 754,826 47.3 377,360 23.7 1,670,672 75,986 重点 効率化

48,264 3,464 7.7 0 0.0 33,907 70.3 46,568 -1,696 重点 サービス増

82,980 11,569 16.2 3,680 4.4 66,198 79.8 81,905 -1,075 重点 効率化

11,453,999 1,204,680 11.8 1,376,159 12.0 3,572,819 31.2 9,224,252 -2,229,747

7,229,690 867,797 13.6 698,203 9.7 1,587,180 22.0 4,565,145 -2,664,545

1,102,108 -109,572 -9.0 53,622 4.9 612,631 55.6 1,059,019 -43,089 効果 サービス増

4,890,732 531,559 12.2 465,997 9.5 522,839 10.7 2,710,438 -2,180,294 － 拡充

598,460 439,417 276.3 76,166 12.7 109,637 18.3 69,038 -529,422 － サービス増

616,239 -15,758 -2.5 102,418 16.6 321,326 52.1 625,178 8,939 効果 効率化

22,151 22,151 - 0 0.0 20,747 93.7 101,472 79,321 重点 拡充

74,100 5,583 8.1 3,518 4.7 66,646 89.9 76,196 2,096

74,100 5,583 8.1 3,518 4.7 66,646 89.9 76,196 2,096 重点 サービス増

2,006,852 188,164 10.3 164,044 8.2 1,511,386 75.3 1,927,803 -79,049

86,170 -35,365 -29.1 1,735 2.0 76,449 88.7 87,595 1,425 重点 サービス増

1,385,107 125,746 10.0 30,396 2.2 1,162,924 84.0 1,389,706 4,599 － サービス増

500,742 96,375 23.8 131,913 26.3 256,001 51.1 416,024 -84,718 － 拡充

34,833 1,408 4.2 0 0.0 16,012 46.0 34,478 -355 効果 サービス増

2,143,358 143,137 7.2 510,394 23.8 407,608 19.0 2,655,108 511,750

2,143,358 143,137 7.2 510,394 23.8 407,608 19.0 2,655,108 511,750 － 拡充

201,612,683 7,485,685 3.9 16,874,781 17.3 36,780,579 18.2 208,700,744 7,088,061

１６年度評価１５年度　※1、※2 １６年度予算
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【資料２】区政チェック指標３０（関連：5～7ページ）

区政チェック指標№１　安全・安心分野①　犯罪発生率

　○指標値　

件／万人

151

175

209

218

210

　○関連する主な政策・施策

施策６ 交通安全の推進

施策７ 自転車問題の解決

政策１８ 施策８３ 危機管理体制の強化

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

14年度

15年度

区政を支える基盤整備

政策

単位

11年度

12年度

13年度

施策

区内の犯罪認知件数は前年比363件の減となり、犯罪発生率も改善された。明るいまちづくりのため
に自転車放置防止活動や街路灯の改修を行ったことや、安全パトロール隊の創設とともに、自主防
犯団体が結成されるなど地域住民と区、警察が一体となって取り組んだことが効を奏したものと考え
られる。また、杉並区の犯罪発生率は23区中5番目に低いが、これは大きな繁華街が少ないことが
主な理由として考えられる。

良好な住環境と都市機能が調和したまちを
つくるために

今後も自転車駐車場を整備するとともに、町会・商店街等に働きかけて自転車放置防止協力員の
活動を活性化していく。また、自主防犯団体の空白地域での設立を誘導するなど、引き続き地域・
警察と連携した安全・安心活動を推進する。

政策１

【目標値】
毎年減

（17年度まで）

人口1万人あたりの犯罪発生率23区比較　 【平成15年度　警視庁の統計】
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区政チェック指標№２　安全・安心分野②　駅前放置自転車の台数

　○指標値　

台

8,912

9,189

9,023

8,485

7,056

　○関連する主な政策・施策

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

駅前放置自転車を削減するため、杉並区サイクルアクションプログラムに基づき、①有料制自転車
駐車場の整備、②放置自転車撤去の強化、③放置防止啓発などの施策を実施していく。また、放
置自転車の削減には、まちぐるみの活動が必要であるため、町会、商店会などのボランティア活動
である放置防止協力員など地域の人々との協働により放置自転車の削減を目指す。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

施策７ 自転車問題の解決政策１

政策

良好な住環境と都市機能が調和したまちを
つくるために

施策

駅前放置自転車の台数は、平成12年度をピークに減少している。有料制自転車駐車場、登録制置
場などの自転車駐車場利用者は平成11年度以降増加しているため、施設整備の充実とともに、自
転車駐車場利用の意識が区民に浸透してきたことが、放置自転車の削減につながっているものと推
定される。

【目標値】
4,512台

（17年度末）

23区放置自転車台数
【東京都　駅前放置自転車の現況と対策（H15年10月調査）】
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区政チェック指標№３　安全・安心分野③　狭あい道路を整備した率

　○指標値　

％

12.8

14.0

15.2

16.3

17.4

　○関連する主な政策・施策

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

実施計画に定める整備距離（６,５００ｍ/年）の達成を着実に進める。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

良好な住環境と都市機能が調和したまちを
つくるために

政策 施策

・整備承諾率が８０％を超えて、着実に整備距離が増加している。
・先進区の２区と比較では、杉並区の事業開始が平成元年度と２区より遅いため、豊島区より下回っ
ている。なお、過去３年間を見ると伸び率は概ね同一となっている。

政策１ 施策５ 道路交通体系の整備

【目標値】
20.0％

（17年度末）

狭あい道路を整備した率の近隣区との比較（Ｈ１４年度）
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区政チェック指標№４　安全・安心分野④　杉並区が安全・安心なまちと思う区民の割合

　○指標値　

％

－

－

(58.4)

57.7

60.8

　○関連する主な政策・施策

施策９ 災害に強い都市の形成

施策１０ 水害対策の推進

施策１１ 防災力の向上

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

安全で災害に強いまちをつくるために政策２

平成15年度に67％であった環状8号線不燃化促進区域内の不燃化率を17年度までに７０％にす
る。平成16年6月に指定された新たな防火規制区域の施行や地区防災公園等の整備により密集市
街地での災害時の安全性を高めていく。また、震災救援所運営連絡会を立ち上げて、より実践的で
震災時に有効に機能する組織づくりを図っていく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

政策 施策

住民と一体となって総合震災訓練や防災市民組織による震災訓練を行った。また、阿佐谷・高円寺
地域では防災都市づくりにむけて避難経路に光る誘導板を設置した。環状8号線不燃化促進区域
内における不燃化や橋梁の耐震補強の着実な進捗などにより、延焼遮断帯の形成や避難路の確
保に寄与した。これらのことが指標値の向上に貢献していると考えられる。

【目標値】
毎年増

（17年度まで）

安全安心なまちと思う区民の割合

43.8
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【区民意向調査】
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区政チェック指標№５　安全・安心分野⑤　交通事故死傷者比率

　○指標値　

人／万人

69

83

79

77

75

　○関連する主な政策・施策

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

杉並区内の交通事故対策については、道路反射鏡等交通安全施設の新設・改良や、区・区内各警
察署・各交通安全協会等の各種団体（杉並区交通安全協議会）の協力のもとに各種の運動を行っ
ている。こうした地道な活動により、交通事故の減少が図られてきている。

良好な住環境と都市機能が調和したまちを
つくるために

今後も交通安全施設の計画的な整備や、各種団体（杉並区交通安全協議会）が相互に情報交換
や協力をし合うことで、より一層の交通事故の減少に向け努力していく。

施策６ 交通安全の推進政策１

14年度

15年度

政策

単位

11年度

12年度

13年度

【目標値】
17年度

64人／万人

人口1万人あたりの交通事故死傷者比率
【警視庁の統計】
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  【平成15年 警視庁の統計】

50 57 59 60 61 63 64 69 70 75 78 80 81 82 82 84 85

124 131

168

202
214

75

0

50

100

150

200

250

北
区

葛
飾
区

荒
川
区

中
野
区

板
橋
区

練
馬
区

大
田
区

江
東
区

江
戸
川
区

墨
田
区

杉
並
区

足
立
区

品
川
区

目
黒
区

世
田
谷
区

2
3
区
平
均

豊
島
区

文
京
区

台
東
区

新
宿
区

渋
谷
区

港
区

中
央
区

注：千代田区は487人

(人/万人)

（目標値）

32



区政チェック指標№６　みどり・環境分野①　杉並区の大気の状況（二酸化窒素の濃度）

　○指標値　

ppm

0.039

0.038

0.042

0.042

0.040

　○関連する主な政策・施策

政策４ 施策１９ 公害の防止

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

単位

11年度

12年度

13年度

施策

杉並区内の二酸化窒素測定値は、0.04ppm前後で横ばい状態であるが、区部の平均値から見ると
下回っている。住宅地が多い中、大きな要因としては、環状７号・８号線や青梅街道を走る車からの
排出ガスが考えられる。

東京都が１５年１０月から実施したディーゼル車規制や１８年４月に予定しているより厳しい排気ガス
規制による効果に期待しつつ、ロードプライシングなどの自動車通行量の減少などによる公害防止
対策を講じることがより効果的である。今後も、区においてはＣＮＧ車購入事業者への一部助成な
ど、大気汚染対策に積極的に取り組んで行くことにより指標値を減少させていく。

14年度

15年度

環境に負荷を与えない持続的な成長が可能
なまちをつくるために

政策

【目標値】
0.03ppm

（22年度末）

二酸化窒素の濃度　【杉並区環境白書】
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0.043
0.040 0.041

0.034

0.040

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

日比谷 八幡山 区部平均 多摩平均 杉並区

（ppm）

33



区政チェック指標№７　みどり・環境分野②　区民１人あたりのごみ排出量

　○指標値　

グラム／日

766

736

715

699

693

　○関連する主な政策・施策

政策

施策１７

施策２０

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

24年度までに家庭ごみを40％削減し、１人あたりのごみ排出量429ｇ/日という目標値を達成するた
め、16年度は「ごみ半減プラン」を策定し、様々なごみ減量の取組を行うこととした。特に、不燃ごみ
の50％以上を占める廃プラスチックについては、資源としての分別収集を順次拡大する。また、区民
のごみ減量のアイデアや活動等を広く周知するとともに、支援のあり方について今後検討する。

施策

ごみ排出の適正化及び収集サービスの向上

ごみの発生抑制及びリサイクルの推進

近年、可燃ごみは微減、不燃ごみは微増傾向であるが、ごみ全体の重量に占める可燃ごみの割合
が大きいため、全体として減少傾向にある。可燃ごみの減少理由は、再使用・リサイクルに対する意
識の向上、生活スタイルの変化等が考えられ、不燃ごみの増加理由は、主にプラスチック製品の増
加等が考えられる。また、家庭ごみの他に小規模な事業者から排出される事業系ごみも含まれてい
るため、人口と比較し事業者数が多い区では区民１人あたりの排出量が多くなる。

単位

12年度

11年度

環境に負荷を与えない持続的な成長が可能
なまちをつくるために

政策４

13年度

14年度

15年度

区民１人あたりのごみ排出量２３区比較 【東京二十三区清掃協議会資料】
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（H15年度）

区民１人あたりのごみ排出量の推移
【東京二十三区清掃協議会「清掃事業年報」】
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区政チェック指標№８　みどり・環境分野③　リサイクル率

　○指標値　

％

15.5

18.5

19.6

18.8

19.4

　○関連する主な政策・施策

政策４ 施策１７ ごみの発生抑制及びリサイクルの推進

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

単位

11年度

12年度

13年度

施策

リサイクル率の算出方法は、各自治体ごとに異なるため、杉並区の算出方法にあわせて算出した。
平成11年度に開始した資源回収事業が、リサイクル率の向上に大きく寄与したが、その後は微増に
とどまっている。23区では、比較的施策が類似しているためリサイクル率にも大きな差はない。

容器包装リサイクル法によるペットボトルや廃プラスチックの回収を拡大するほか、一方で発生抑制
による減量にも努める。
リサイクル率の目標達成は、行政の施策だけでは不可能であり、住民・事業者との協働や主体的な
住民・事業者への活動支援などが、今後重要である。

14年度

15年度

環境に不可を与えない持続的な成長が可能
なまちをつくるために

政策

【目標値】
43.0％

（24年度末）

２３区リサイクル率の比較　【東京二十三区清掃協議会「清掃事業年報」】
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リサイクル率の推移　【杉並区環境白書】
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区政チェック指標№９　みどり・環境分野④　公共施設の緑化面積

　○指標値　

ha

-

-

-

26.16

-

　○関連する主な政策・施策

政策３ 施策１２ 水辺とみどりの保全・創出

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

14年度に実態調査した緑化率は17.4％であり、5年前の調査より1.3％の増となっている。区全体の
緑被率でも前回と比較して3.31％増加しており、これに準じて公共施設の緑化面積も右肩上がりの
状況になっていることは、区民による緑化活動や区の緑化施策の成果によるものと評価できる。

現在は特に目標値を定めてはいないが、今後もみどりのベルトづくりの中などで、緑を大切に守り育
てている区民等の協力を得て、行政が一体となって緑化対策に取り組み指標値を上昇させていく。
また、みどりの条例やみどりの基本計画を見直す中で、公共施設緑化基準を充実し、接道部緑化や
屋上・壁面緑化などを積極的に推進していく。

14年度

15年度

うるおいのある美しいまちをつくるために

政策

単位

11年度

12年度

13年度

【目標値】
増大させる

（22年度まで）

公共施設の緑化面積の推移
【みどりの実態調査報告書】
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近隣区との緑化率比較　【各区の緑化調査報告書】
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区政チェック指標№10　みどり・環境分野⑤　杉並区が美しいと思う区民の割合

　○指標値　

％

－

－

(29.1)

63.6

62.8

　○関連する主な政策・施策

施策１４ まちの景観づくり

施策１５ 環境美化の推進

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

14年度

15年度

政策３ うるおいのある美しいまちをつくるために

政策

単位

11年度

12年度

13年度

施策

区民アンケートによる「杉並区が美しいと思う人の割合」は、14年度･15年度とおおよそ60％を維持し
ている。このことは、15年10月に施行した「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例」の成果に
よるものと評価できる。なお、「近隣区との比較」のグラフでは、同一の設問を設定している区が存在
しないため、類似の設問の結果を参考数値として掲載している。

路上禁煙地区の指定したJR駅周辺地区では、吸殻等のポイ捨てが減少した。今後は、新たな指定
地区の検討や、区民との協働によるまちのクリーン化事業への取組みを更に強力に推進するととも
に、景観ガイドラインの策定等により、杉並らしい魅力あるまちなみの形成を積極的に推進していく。

【目標値】
70.0％

（22年度）

杉並区が美しいと思う人の割合の推移
【杉並区区民意向調査】
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62.863.6

0

20

40

60

80

1
3
年
度

1
4
年
度

1
5
年
度

2
2
年
度

（
目
標
値

）

（％）

近隣区との比較　【区民意向調査】
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区政チェック指標№11　健康・福祉分野①　国民健康保険一人当たり医療費

　○指標値　

円

156,034

159,330

161,496

159,280

164,941

　○関連する主な政策・施策

政策７ 施策３７ 国民健康保険の運営

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

単位

11年度

12年度

13年度

施策

国民健康保険の給付状況のうち、退職者医療制度や老人保健医療対象者を除いた一般の方の一
人あたり費用額は、中長期的には増加傾向にあるが、診療報酬単価の改定や制度の改正などの多
様な要因を反映しており、平成14年度の減少は14年4月の診療報酬単価改定の影響、15年度の増
加は前期高齢者制の導入により給付対象年齢があがったためと推察される。ただし、23区の中では
依然として最も低い額であった。

生活習慣病対策をはじめとする生涯を通じた健康づくりに取り組むとともに、健康な生活を支える仕
組みや環境を整え、区民とともに健康なまちづくりを進める。ただし、医療費の増減にはさまざまな
要因が反映されるため、目標としての妥当性については引き続き慎重に検討を進める。

14年度

15年度

共に生きるまちをつくるために

政策

国民健康保険一人当たり医療費の推移
【東京都統計】
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減少させる
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減少させる
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国民健康保険一人当たり医療費23区比較　【東京都統計】（平成15年度）
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区政チェック指標№12　健康・福祉分野②　公共施設バリアフリー度

　○指標値　

％

－

－

36.3

36.9

35.8

　○関連する主な政策・施策

政策７ 施策３５ 地域福祉の基盤整備

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

区立施設が民間に移行したことや閉館したことに伴い、前年度と比べ施設数が減少したため、指標
値は僅かながら低くなった。種類によって優先項目が異なるので、指標値の明らかな改善や明確な
目標設定は難しい。今後は、「杉並区ユニバーサルデザインのまちづくり推進指針」に基づき、施設
の種類別に最低限必要な整備基準（優先整備項目）を設定・調査し、整備計画を策定した上で、指
標の定義の見直しと目標値の設定を行っていく。

車いすで利用できる一般区民の利用可能な区の施設については、既存施設は、構造や空間等によ
る制約から、改築や大規模改修に合わせて整備を行っていく。児童館等での障害者対応が徐々に
進むことによってバリアフリー度は伸びていくと思われる。「杉並区ユニーバーサルデザインのまちづ
くり推進指針」に基づく年度ごとの取組みを確認し、関係各部､課との連携の強化を図り、すべての
人にとって利用しやすい安全・快適なまちづくりを進める。

14年度

15年度

共に生きるまちをつくるために

政策

単位

11年度

12年度

13年度

公共施設バリアフリー度　【杉並区統計】

36.3 36.9
35.8
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（目標値）

【目標値】
50.0％

（19年度末）

公共施設バリアフリー度　【杉並区統計】（平成15年度）
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区政チェック指標№13　健康・福祉分野③　特別養護老人ホーム入所者平均待機期間

　○指標値　

月

－

－

<1年4ヵ月>

<1年8ヵ月>

1年4ヵ月

　○関連する主な政策・施策

政策７ 施策３１ 高齢者の地域社会での介護予防と自立支援

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

政策 施策

15年4月より杉並区指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム）入所指針が施行され、優先度の
高い人から入所できる仕組みとなった。このため、15年度は新規開設が50名定員にとどまったもの
の、平均待機期間は4ヵ月短縮した。なお、区外契約施設だけでみると平均待機期間は1年ちょうど
となっており、前年度より1月短縮した。

新たな実施計画の中で、19年度までに特別養護老人ホームを新規に90床整備するとともに、介護
強化型ケアハウス（60人）、認知症（痴呆性）高齢者グループホーム（108人）の整備を行い、増大す
るニーズへの対応に努める。また、都市型多機能拠点やショートステイの整備、24時間安心ヘルプ
等の実施により、在宅サービスの一層の充実を図る。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

共に生きるまちをつくるために

【目標値】
1年以内

（19年度末）

特別養護老人ホーム入所待機期間の推移
【杉並区統計】

1年4ヵ月

1年8ヵ月

1年4ヵ月

1年以内

月

6月

12月

18月

24月

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
（目標値）

（参考）区内特別養護老人ホーム整備床数【杉並区統計】

627床627床

884床
834床

507床

床

250床

500床

750床

1,000床

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
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区政チェック指標№14　健康・福祉分野④　高齢者で生きがいを感じている人の割合

　○指標値　

％

－

－

70.4

77.5

79.8

　○関連する主な政策・施策

政策７ 施策３０ 高齢者の社会参加と交流の拡大

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

14･15年度は行政実態調査による数値を示しているが、この調査では標本数が限られておりデータ
の変動が大きいことから、これらは吟味する必要がある。16年度は、3年ごとに実施している高齢者
実態調査の実施予定年であるので、高齢者で生きがいを感じている人の実態については、その調
査結果と併せて評価することとしたい。

地域活動やボランティアの活動、または働いている高齢者の割合についても増加傾向がうかがえる
が、引き続き動向を精査していく。今後、団塊の世代が退職を迎えるにあたり、目標値達成への大き
な手段として、就業・地域活動等につなげる仕組みづくりに取り組む必要がある。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

共に生きるまちをつくるために

政策

高齢者で生きがいを感じている人の割合
【杉並区統計】

79.8

70.4

77.5

80.0
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80%
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13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
（目標値）

（行政実態調査）

【目標値】
80％

（19年度）

高齢者が生きがいを感じる時　【杉並区高齢者実態調査】（平成13年度）
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区政チェック指標№15　健康・福祉分野⑤　保育園待機児童数

　○指標値　

人

84

125

120

178

153

　○関連する主な政策・施策

施策２４ 保育の充実

施策２５ 多様な保育ニーズへの対応

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

保育園の入所定員数は、15年度中31人分拡大した（4,861人→4,892人：0.6％増）。しかし、保育需
要は引き続き高い水準にあるため、対象となる就学前の児童数は前年とほぼ同数であったものの
（19,594→19,600：6名増）、待機児童数は23名の減少に留まった（178名→153名）。

公立保育園の改築時に新たに産休明け保育を実施し、あわせて公設民営化を推進する。また、私
立認可保育所の整備や、認証保育所、グループ保育室等の拡充などにより民間活力を計画的に導
入し、待機児童の解消と多様な保育サービスの提供を図る。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

政策

政策６
子育てを社会で支え、子どもが健やかに育
つために

【目標値】
0人

（19年度末）

保育所の入所待機児童数の推移　【杉並区統計】
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区政チェック指標№16　産業経済・区民生活①　高齢者の就労率

　○指標値　

％

－

－

34.3

－

－

　○関連する主な政策・施策

政策７ 施策３０ 高齢者の社会参加と交流の拡大

政策１２ 施策５１
ＮＰＯ・ボランティアなどが、活動しやすい環
境整備

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

共に生きるまちをつくるために

多様な働き手、組織が活躍する社会の形成
のために

就労のみにとらわれず、地域活動などの社会貢献活動も含めて高齢者の社会参加や生きがいづく
りを促進していく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

政策 施策

3年に一度、介護保険計画見直しに伴う調査に基づく指標であるため、今回は変化の状況を把握で
きない。また、他都市で同様の指標に基づく調査実績がないため、比較できない。

【目標値】
上昇させる
（17年度）

（参考）高齢者就業率（関東近郊及び大都市圏；65歳以上）
【平成12年国勢調査】

18.5 19.0
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収入を伴う仕事をしている割合（60歳以上）
 【杉並区高齢者実態調査(平成13年度)】
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区政チェック指標№17　産業経済・区民生活②　商店街の活性化度（従業員一人あたりの売上高）

　○指標値　

百万円

31.8

－

－

32.3

－

　○関連する主な政策・施策

政策１０ 施策４５ 魅力ある商店街づくり

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

「商業統計調査報告」（東京都）による。なお、１４年度の次の調査は平成１６年度に行われている。こ
の数値は小売業だけでなく卸売業も含んでいるため、卸売業が集積している都心区の数値が突出
して高くなっている。さらに、大規模店舗の売場面積や年間販売額が多い区について数値が高い
傾向となっている。

平成１５年２月に策定した「杉並区産業振興計画」に基づき、集客力のある商店街づくり・個店のパ
ワーアップ・まちづくりとの連携による商店街活性化などを支援し、商業・商店街のより一層の活性化
を図り、売上の向上を目指す。

14年度

15年度

商店街の活性化のために

政策

単位

11年度

12年度

13年度

【目標値】
増加させる

（19年度まで）

従業員一人あたり年間商品販売額

29.9 30.0 32.0 32.3 32.5 33.9 43.3 46.6 49.0 51.0 61.4
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23.9 26.824.7
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【平成１４年度東京都総務局「商業統計調査報告」】
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区政チェック指標№18　産業経済・区民生活③　みどりの産業※事業所数

　　※みどりの産業…情報技術や環境など良好な住環境を保全しながら発展していく新しい産業分野

　○指標値　

所

－

5,327

－

－

－

　○関連する主な政策・施策

政策９ 施策４４ 新しい産業の育成・支援

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

単位

11年度

12年度

13年度

施策

「12年度新産業実態調査報告書」（杉並区）による。なお、１７年３月に「１６年度新産業実態調査」の
報告書がまとまるため、増減等の傾向が明らかになる。
参考のグラフは、現在我が国において唯一のアニメ事業者数調査の結果である。昭和４０年代から
アニメ産業の集積が始まった杉並区が、現在もなお突出した集積地であることがわかる。

阿佐谷キックオフオフィスや各種の起業家支援策を通じて住環境と共存できる産業の誘致を進める
他、杉並区の地場産業であるアニメ産業についてはアニメフェスティバルの開催、アニメーション
ミュージアムの開館（１７年３月予定）、アニメ匠塾の実施などによって集積を強化する。

14年度

15年度

環境と共生する産業の育成のために

政策

【目標値】
増加させる

（19年度まで）

（参考）アニメ事業者数
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【平成14年日本動画協会調査】

緑の産業系統別内訳

健康系, 572

その他の事
業サービス

系, 323

アート・クリエ
イト系, 333

情報・通信系,
399

環境系, 1452

その他の生
活関連系,

1331
研究開発・知

識集約系,
681

福祉・介護系,
236

　【平成12年度新産業実態調査報告書】
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区政チェック指標№19　産業経済・区民生活④　若者に対するまちの魅力度

　○指標値　

％

－

－

(81.3)

(81.4)

80.6

　○関連する主な政策・施策

政策１０ 施策４５ 魅力ある商店街づくり

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

　14年度までは20歳代の区民を調査対象としていたが、15年度から18～29歳までと対象を変更し
た。区民意向調査による魅力度は引き続き８０％を超えているものの、15年度は若干の減少となっ
た。
　阿佐谷･高円寺地域は、比較的家賃の安い共同住宅も多く、また、若者の住みたい街ランキングな
どでも上位に入ることが多く、若者にとって魅力ある街となっている。

　商店街振興などを通じて、引き続き若者にとって魅力あるまちづくりをすすめていく。

14年度

15年度

商店街の活性化のために

政策

単位

11年度

12年度

13年度

【目標値】
上昇させる

（19年度まで）

18～29歳の区民で区内の地域でいずれかに魅
力があると回答した人の割合

81.3 81.4 80.6

70

80

90

13年度 14年度 15年度

（％）

杉並区で魅力を感じる地域の内訳(18～29歳)
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（％） 【平成16年度区民意向調査】

【平成16年度区民意向調査】
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区政チェック指標№20　産業経済・区民生活⑤　課税所得の平均値

　○指標値　

千円

4,814

4,598

4,801

4,813

4,734

　○関連する主な政策・施策

施策４３ 産業振興の基盤整備

施策４４ 新しい産業の育成･支援

政策１０ 施策４５ 魅力ある商店街づくり

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

14年度

15年度

政策９ 環境と共生する産業の育成のために

政策

単位

11年度

12年度

13年度

施策

　12年度に一時的に減少し、その後、微増傾向だったが、15年度に再び微減となった。相変わらず
景気が低迷しており、今後も景気動向に左右されることが想定される。ただし、区のイメージは比較
的裕福な印象があり、比較数値からみても、平均を上回るものとなっている。

　区として直接的な所得上昇策を行うことは困難であり、国の景気対策に依存せざるを得ない。区
は、引き続き産業振興策や商店街振興策など、区として実現可能な政策を展開していく。

商店街の活性化のために

【目標値】
増加させる

（19年度まで）

一人あたり課税所得平均23区比較
【15年度市町村税の課税状況等の調査結果】
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4,734 4,853
5,210 5,282 5,347 5,487

6,470

7,129

7,929

0

2,000

4,000

6,000

8,000

足
立
区

葛
飾
区

荒
川
区

墨
田
区

北
区

江
戸
川
区

江
東
区

板
橋
区

台
東
区

中
野
区

大
田
区

豊
島
区

練
馬
区

品
川
区

2
3
区
平
均

杉
並
区

新
宿
区

世
田
谷
区

中
央
区

目
黒
区

文
京
区

渋
谷
区

千
代
田
区

港
区

（千円）

課税所得の平均値の推移
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区政チェック指標№21　自律・教育分野①　児童生徒の学力レベル（学習定着度※）

　　※学習定着度…中学校3学年2学期の評定3以上の者の割合（国語・数学・英語）

　○指標値　

％

－

－

－

81.7

83.3

　○関連する主な政策・施策

施策５２ 教育施策の執行体制の確保

施策５３ 豊かな学校教育づくり

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

ティームティーチング方式による学習機会の充実、教科に応じた教員加配や習熟度別・コース別の
学習グループ編成による授業、教職員研修など、基礎的・基本的な学力の定着に向けた取り組みや
創意工夫した教育指導により、着実に児童・生徒の基礎的学力や学習意欲の向上が図られていると
評価できる。

教育改革アクションプランに掲げる各計画事業の着実な実施により、児童・生徒一人一人の個性と能
力を引き出せるよう、学力を高めるきめ細かな学習指導の充実を図っていく。
平成16年度から継続的に実施する学力調査の結果を踏まえ、結果の分析と考察を行い、目標値達
成に向け、学力向上に取り組んでいく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

政策

政策１３ 魅力ある学校教育のために

【目標値】
85.0％

（18年度）

児童生徒の学力レベル（学習定着度）の推移
【東京都高等学校入学選抜にかかわる成績一覧表調

査】

85.0

81.7

83.3

80

81

82

83

84

85
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14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
（目標値）

（％）

東京都平均との比較（H15年度）
【東京都高等学校入学選抜にかかわる成績一覧表調査】
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区政チェック指標№22　自律・教育分野②　ボランティアに参加したことのある区民の割合

　○指標値　

％

－

－

24.0

21.7

18.9

　○関連する主な政策・施策

政策１４ 施策５９ 学校運営への参画

政策１７ 施策６７ 地域活動の推進

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

指標値は、「現在活動している」、「以前活動をしていたが、現在はしていない」の合計だが、平成13
年度から減少傾向にある。一方で、「活動をしてみたいと思うがしたことはない」と回答した方が49.6％
となっており、地域社会への貢献やボランティア活動に意欲ある区民は多い。指標値が減少している
要因として、地域社会での交流の希薄化が依然として存在することや就労形態の多様化が進んでい
ること、「活動している」という認識の基準となるレベルが上昇したことなどが考えられる。

教育活動の支援を行う「学校サポーター」等の活動数も大幅に増加していることや「すぎなみコミュニ
ティカレッジ」や「友好都市・他自治体との交流事業」を通して、ボランティア活動に参加する区民の増
加が期待される。地域住民同士の交流をさらに前進させ、地域社会への貢献を目指す自主的な活
動を支援するとともに、身近な地域で活動するさまざまなグループに対する活動環境の整備を図って
いく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

地域に開かれ、支えられた教育のために

ふれあいと参加の地域社会をつくるために

政策

【目標値】
25.0％

（18年度まで）

ボランティアに参加したことのある
区民の割合の推移
【杉並区区民意向調査】
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東京都との比較　（H15年度）
【東京の教育に関する都民意識調査】【杉並区区民意向調査】
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区政チェック指標№23　自律・教育分野③　不登校児童生徒数

　○指標値　

人

263

250

241

200

214

　○関連する主な政策・施策

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

政策１３ 魅力ある学校教育のために 施策５７ 多様な教育機会の確保

不登校は早期発見・早期対応が重要であり、小学校時からの早期の対応が不登校生徒・児童数の
減少につながる。「小学校スクールカウンセラー」を計画的に拡充するなど、取組みの強化を図るとと
もに、都や区で実施している各不登校対策事業との連携強化を図り、指標値を減少させていく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

政策 施策

不登校児童・生徒の出現率は、東京都全体との比較では低い数値を維持している。「スクールカウン
セラーの拡充」、「ふれあいフレンド」や「適応指導教室」等の不登校対策事業の成果によるものと評
価できる。一方で要因は明らかではないが、ここ数年減少傾向だった不登校児童生徒数は、小中学
校ともに前年度から微増した。

【目標値】
163人

（18年度）

不登校児童生徒数の推移
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不登校児童・生徒（年度に30日以上欠席）の出現率
東京都全体との比較（H15年度）

【児童生徒の問題行動等生活指導上の諸問題に関する調査の結果＜速報値＞】
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区政チェック指標№24　自律・教育分野④　いじめや仲間はずれがなく生活していると感じている子どもの割合

　○指標値　

％

－

－

－

73.0

72.7

　○関連する主な政策・施策

施策５３ 豊かな学校教育づくり

施策５７ 多様な教育機会の提供

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

スクールカウンセラーの児童・生徒への相談活動、教職員の教育相談に関する研修など、学校の相
談機能の充実を図ることにより、いじめや仲間はずれがなく生活していると感じている子どもの割合
を高めていく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

政策

政策１３ 魅力ある学校教育のために

施策

「いじめや仲間はずれがなく生活していると感じている子どもの割合」はほぼ横ばい状態である。
１校あたりのいじめ発生件数は、東京都平均との比較からも数値が非常に近似している。

【目標値】
78.0％

（18年度まで）

いじめや仲間はずれがなく生活していると
感じている子どもの割合の推移

【済美教育研究所「学校評価アンケート」】

78.0

72.773.0

70

72

74

76

78

80

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
（目標値）

（％）

東京都平均との比較（１校あたりのいじめ件数）（H15年度）
【児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の結果＜速報値＞】

0.24

1.01

0.36

0.96

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

東京都 杉並区

小学校

中学校
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区政チェック指標№25　自律・教育分野⑤　区民一人あたりの文化的生活時間

　○指標値　

平均時間

－

－

（平日2:19）
（休日3:41）
平日1:31
休日1:58
平日1:36
休日2:04

　○関連する主な政策・施策

政策１５ 施策６２ 生涯学習環境の整備・充実

政策１６ 施策６５ 文化・芸術活動の推進

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

地域文化の創造のために

政策 施策

区民一人あたりの文化的生活時間は、14年度と15年度の比較では、平日・休日ともに微増してい
る。平均時間では、平日と比較し、休日の方が28分長くとれていることがわかる。4時間未満までは、
平日の方が長く取れると回答した区民の割合が高く、個性やライフスタイルの多様化などの要因が
考えられる。14年度は設問内容に変更があったため、13年度は参考数値として掲載。

区民の健康や学習、文化への関心は高く、文化活動・学習機会の場の拡大やスポーツ施設の整
備・充実を図り、区民の利便性の向上や活動の場の拡大を推進していく。多くの事業は、区民スタッ
フによる運営、ボランティアによる講座の開催など、区民との協働等が実現している事業も多く、今
後、生涯教育と地域貢献活動をつなげる仕組みを構築するとともに、文化的生活時間の向上を図っ
ていく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

生涯学習の推進のために

【目標値】
平日1:45
休日2:15

（18年度まで）

区民一人あたりの文化的生活時間の推移
【杉並区区民意向調査】

1:45

2:19

1:31 1:36

2:15
1:58 2:04

3:41
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4:00

13年度
（参考）

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
（目標値）

平日

休日

区民１人あたりの文化的生活時間（15年度）【区民意向調査】

22.1

18.8

3.7

11.0

14.5

21.6

20.1

22.9

11.0

11.2

16.4

7.8

12.3

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

休日

平日

0時間 1時間未満 1時間以上
2時間未満

2時間以上
3時間未満

3時間以上
4時間未満

4時間以上 無回答
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区政チェック指標№26　区政経営分野①　区民１人あたりの行政コスト

　○指標値　

円

267,972

288,892

268,102

257,415

242,040

　○関連する主な政策・施策

政策２０ 施策７６  財政の健全化と財政基盤の強化

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

　区内人口が微増し、歳出を抑制した予算編成が続いている状況下で、一人当たりの行政コストは
減少している。自主財源が伸び悩む中で起債を抑制した財政運営が続き、歳出予算の大幅な増加
は見込めないため、指標は今後も同様な水準で推移すると思われる。
　また、２３区平均と比較すると、例年約２０％低い数値で推移しているが、１５年度では行財政改革
の成果により２３区中最も低くなった。

区債発行額の抑制等により元利償還経費を縮減し、職員定数削減によって人件費を縮減するな
ど、今後も歳出経費の合理化に努める。

14年度

15年度

創造的で開かれた自治体経営

政策

単位

11年度

12年度

13年度

【目標値】
減少させる
（17年度）

区民一人当たりの行政コスト

242,040

257,415

268,102

288,892

267,972

240000

260000

280000

300000

320000

340000

360000

11 12 13 14 15

（円）

杉並区

２３区平均

年度 年度年度年度 年度

一人当たり行政コスト２３区比較　【総務省市町村決算カード】
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区政チェック指標№27　区政経営分野②　区民の区政満足度

　○指標値　

％

－

－

(41.6)

67.6

75.8

　○関連する主な政策・施策

政策１９ 施策７４ 区民と行政の協働

政策２０ 施策８２ 区政相談等の充実

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

創造的で開かれた自治体経営

政策 施策

　区政満足度の上昇要因を特定することは困難であるが、例えば「自転車駐車場」については14年
度、15年度で1,109台分の増、「みどりと景観」については大規模公園整備（16年度柏の宮公園開
園）、大田黒公園周辺地区景観まちづくり、緑化に対する助成などを行っている。こうした区民要望
の高い区政課題に対応する施策の積み重ねが満足度向上につながっていると考える。

　「すぎなみ五つ星プラン」（総合計画）と「スマートすぎなみ計画」（行革プラン）の着実な進捗を図る
とともに、毎年実施している「区民意向調査」や公聴情報を分析・活用することにより、区民が必要と
している公共サービスを的確に把握し、タイムリーな施策展開を図っていく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

区民と行政の協働

【目標値】
80.0％

（17年度）

区民の区政満足度 【区民意向調査】

80.0
75.8

67.6

41.6
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20
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13年度 14年度 15年度 17年度
（目標値）

（％）

杉並区が力を入れていると評価できる施策
（上位5施策）【区民意向調査】

28.8

26.0

24.7

11.3

10.8

0.0 10.0 20.0 30.0

自転車駐車場の整備

みどりと景観に
配慮したまちづくり

公害・環境対策と
省資源・リサイクル

高齢者福祉

道路・交通体系の整備

（％）

今後特に力を入れるべきだと思う施策
（上位5施策）【区民意向調査】

22.7

22.1

22.1

18.8

18.2

0.0 10.0 20.0 30.0

高齢者福祉

道路・交通体系の整備

自転車駐車場の整備

子育て支援

災害につよいまちづくり

（％）
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区政チェック指標№28　区政経営分野　③杉並区を住みよいと感じている区民の割合

　○指標値　

％

－

91.8

92.8

92.2

93.3

　○関連する主な政策・施策

政策１ 施策４ 都市機能の充実

政策１８ 施策８３ 危機管理体制の強化

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

　区民が感じる杉並の住みやすさは、平成１２年度の９１．８％以降平成１６年度の９３．３％まで絶えず９０％以上となってい
る。地域別では、最も高い荻窪地域の９５％から西荻地域の９１．４％である。総じて、高い水準にあるといえる。一方、地域
別の愛着度では、西荻窪地域は、愛着を感じるが８６．１％で地域別で最も高くなっている。このことから、愛着と住みやす
さの因果関係は、薄いといえる。区民が住みやすいと感じるポイントは、交通や買い物の便利さ、街並みなどの生活環境が
大きな要素となっているといえる。

　全ての地域の方が、住みやすいと感じられるよう交通不便地域へのバス路線の整備を進める。また、街並みに配慮したま
ちづくりを進めるとともに、駅舎の改良を含めた鉄道線路を横断するための自由通路の整備などを行っていく。さらに、近年
の犯罪の増加・多様化などで、区民の犯罪被害に対する不安は非常に高い。区民が安全・安心して暮らすことができるよ
う、危機管理体制の強化を図っていく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

良好な住環境と都市機能が調和したまちを
つくるために
区政を支える基盤整備

政策

【目標値】
95.0％

（17年度）

杉並区を住みよいと感じる区民の割合
【区民意向調査】

95.0
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91.8
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96

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
（目標値）

（％）

杉並区を住みよいと感じる区民の割合（地域別）　【区民意向調査】
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0.6%

2.7%

0.0%
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1.0%

0.0%

0.0%
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1.1%
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井草地域
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荻窪地域

阿佐谷地域

高円寺地域

高井戸地域

方南・和泉地域

住みよい まあまあ住みよい あまり住みよくない 住みよくない 無回答
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区政チェック指標№29　区政経営分野④　職員のやる気指数

　○指標値　

％

－

－

80.4

84.6

82.5

　○関連する主な政策・施策

政策１８ 施策７８ 効率的で効果的な組織・体制づくり

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

政策 施策

15年度は14年度（84．6％）と比較して2．1％減少しているが、３年間の指標値はいずれも80％を超
えており、概ね高い値で推移している。また、職員のやる気をより高めるため、15年度から職員一人
ひとりが仕事への取り組み目標を設定し、目標達成に向けて取り組む「職員チャレンジ目標制度」を
導入した。職員がやる気を持って仕事に取り組むことで、組織全体の活性化が図られるとともに、区
民サービスの向上にも繋がることが期待される。

今後も職員のやる気指数を高めていくため、「職員チャレンジ目標制度」を活用し、能力と業績を重
視した人事給与制度への転換を図っていく。さらに、魅力ある施策の展開及び働きやすい職場の環
境づくりの整備に向け全庁的に取り組んでいく。

単位

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

区政を支える基盤整備

【目標値】
90.0％

（17年度）

職員のやる気指数の推移　【職員白書】
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職員のやる気指数（「今の仕事に意欲を感じるか」）　【職員白書】
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１３年度
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そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない
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区政チェック指標№30　区政経営分野⑤　区民1人あたりの区の負債額

　○指標値　

円

164,517

177,435

161,593

150,070

139,443

　○関連する主な政策・施策

政策２０ 施策７６  財政の健全化と財政基盤の強化

　○指標値の分析（増減の理由、他都市との相違の理由等）

　○目標値達成に向けた方針（具体的な事業、区民との協働内容等）

施策

減税補てん債の発行を抑制した結果、ピーク時の１２年度と比して一人当たりの負債額は２０％減少
している。
２３区中１４・１５年度では７番目に低い数値である。２３区全体としても区債発行の抑制に努めている
ため、当区と同様のペースで２３区平均値は低下している。

区税収入をはじめとする自主財源の確保に努めて起債を抑制するとともに、減債基金を活用した一
括償還を計画的に行い、区債残高を１７年度末に５８０億円とする。

14年度

15年度

創造的で開かれた自治体経営

政策

単位

11年度

12年度

13年度

【目標値】
減少させる

（17年度まで）

区民一人当たりの区債残高
【総務省市町村決算カード】
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【資料３】政策評価の成果目標と達成状況（抜粋）（関連：8ページ）

政策名 当面の成果目標 当面の成果目標の達成状況

【政策１】
 良好な住環
境と都市機能
が調和したま
ちをつくるた
めに

(1)16年度にＪＲ荻窪駅南側、17年度に京王井の頭線久我
山駅南北アクセス路のバリアフリー化を完了する。都市計
画道路補助第131号線（1期）の整備を17年度に完了する。
(2)放置自転車の解消などの自転車利用総合対策に関し、
サイクルアクションプログラムに定めた目標数値を達成す
る。
　①駅周辺放置自転車の台数…17年度末までに50％削減
する（13年度9,023台に対して）。
　②自転車駐車場の利用率（平日）…17年度末までに８
０％に引き上げる。
　③自転車駐車場の整備率…17年度末までに９５％にする
（19年度の整備目標台数30,200台に対して）。
　④自転車集積所の収用台数…16年度末までに４０％増
加する（13年度収用台数9,740台に対して）。
(3)まちづくりへの参画の促進…まちづくり条例をさらに広く
周知するとともに、まちづくりイベント等への区民参加の推
進や、まちづくり活動支援事業の活用によって、自主的なま
ちづくり活動の促進を図るとともに活動団体の育成を図る。

(1)荻窪駅、久我山駅のバリアフリー化、都市計画道路131
号線は、完了年度に向け、計画に従い工事が進んでいる。
南北バスは、16年10月に浜田山～下高井戸路線が開業予
定である。
(2)放置自転車対策については、放置防止協力員組織の充
実などにより、駅周辺放置自転車台数：13年度比７８％、自
転車駐車場利用率：７１．３％と、サイクルアクションプログラ
ムに定めた15年度末目標を達成している。
(3)まちづくりへの参画の促進については、まちづくり条例に
よる都市計画の提案制度等、住民参加のまちづくりをより周
知するために、パンフレット作成などの手法の検討を行って
いる。

【政策２】
 安全で災害
に強いまちを
つくるために

(1)環状8号線不燃化促進区域内の不燃化率を平成17年度
までに７０％にする。天沼三丁目地区では道路・公園等の
整備を進め、居住環境及び防災性を高める。
(2)阿佐谷・高円寺地域においては「地域の防災まちづくり
計画」を策定する。橋梁整備計画に基づき耐震補強橋梁整
備率を平成２２年度までに１００％にする。
(3)雨水循環による自然環境保全や総合的治水対策の一
環として河川流域の浸水被害を防止するとともに、雨水浸
透施設の設置と助成を行う。
(4)防災対策の充実に向け、区民の「震災対策の理解、認
知」・｢地域における防災活動参加｣・「家庭内での防災対策
実施」の度合いを高めていく。

(1)環状８号線不燃化促進事業区域の不燃化率は１３年度６
５％が１５年度６７％に増えた。天沼三丁目地区では地元住
民から強い要望のあった地区防災公園用地（約5,300㎡）の
取得に目途が立った。
(2)１５年度に「阿佐谷・高円寺南地区都市防災不燃化促進
調査」を行った。安全な避難路確保のための橋梁の耐震化
も１５年度までに累計で４６％の耐震補強工事を行った。
(3)水害についてはその規模や発生時期を正確に予測する
ことはできず、計画や目標値の設定は困難であるが、平成
６年度から雨水浸透事業の助成により設置した浸透ますは
1,400個、浸透トレンチは5,199mである。区が行う道路工事
で平成６年度から設置した浸透ますは1,162個、浸透トレン
チは746mであり、合計4,676㎥/時間を浸透させている。
(4)１５年度に改訂した「わたしの便利帳」に防災ガイドの
ページを設け、震災対策について１７ページにわたって区
民への周知を図った。区民を主体にした総合震災訓練を区
内３箇所で実施した。これらの防災に関するPRと震災訓練
との併用により、着実に震災対策に取り組んでいる。

【政策４】
 環境に負荷
を与えない持
続的な成長が
可能なまちを
つくるために

(1)二酸化炭素の排出量について、２０１０年度までに１９９０
年度比で２％削減する。
(2)自動車等から発生する二酸化窒素（NＯ２）の濃度を０．０
３ｐｐｍ程度に減少させる。
(3)２４年度、区民一人あたりのごみ量を現状と比較し４０％
減少させる。
(4)２４年度、リサイクル率を４３％に高める。

(1)二酸化炭素の排出量削減に向けては、区民・事業者へ
の啓発に基づく自主的な取組みだけでなく、補助事業等に
取組んで行くことによって目標の達成を図る。
(2)大気汚染測定数値は、ここ数年横ばい状態ではあるが、
本格的にディーゼル車規制が実施されことにより、二酸化
窒素（NＯ２）濃度の減少が図られる。
(3)資源回収、ペットボトル回収量の増加に伴い、家庭系の
ごみ量は経年的に減少し続けている。
(4)１４年度に比し、微増ではあるがリサイクル率が伸びてい
る。

【政策５】
 健康を支え
るまちづくり
のために

(1)自分は健康だと思う区民の割合を、85％以上にする｡
(2)65歳未満の死亡率を下げる。
(3)喫煙をしている人の割合を、19年度末までに27．0％まで
減らす｡
(4)ヘルシーメニュー推奨店の認証数を、19年度末までに３
４０店舗まで増やす。
(5)健康づくり自主グループの結成数を、19年度末までに
207グループまで増やす。

(1)区民の健康への関心や予防意識の高まりにより、65歳未
満の死亡率は平成13年度の18.9％から毎年減少し、15年
度では18.0％になっている｡
(2)長引く不況で失業者や未就労者が増え、65歳以上の区
民も増えていることから、区民健康審査の利用率が平成13
年度の53.6％から15年では54.3％に伸びている｡
(3)喫煙による健康被害についての認識の高まりと分煙化等
の環境整備が進み、喫煙している人の割合は平成15年度
では28.8％と毎年減少傾向にある｡
(5)健康づくり自主グループが毎年新たに誕生し、平成13年
度の103グループから15年度では127グループに増えて
ネットワークをつくり、地域での生きがい対策やさまざまな健
康づくりに取り組んでいる｡
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政策名 当面の成果目標 当面の成果目標の達成状況

【政策６】
 子育てを社
会で支え、子
どもが健やか
に育つために

(1)仕事と育児の両立を支援するため、増大、多様化する保
育需要に対して、新たに認証保育所を開所するとともに、
延長保育の実施園の増など、保育サービスの充実を行うと
ともに、保育園待機児の減少（保育園待機率の17年度末目
標値2.5％）及び利用者の満足度の向上を目指す。
(2)安心して子育てのできる地域社会づくりに向け、「育児に
対する不安・負担感」「児童虐待」など子どもと家庭に対す
る総合相談の実施や関係機関との連携による対応、ゆう
キッズ（子育てサロン）の充実など乳幼児親子の居場所づく
り等、子育て環境づくりを進め「身近で一緒に子育てする仲
間がいる割合」を平成18年度までに９０％にする。
(3)区民やＮＰＯ等との協働を進め、創造的で活力のある児
童館運営を目指すとともに、登録制などを実施し学童クラブ
の待機児数を17年度末までに０とする。
(4)子どもたちが自主性をもってのびのびと活動できる場・機
会の充実を図り、区内18歳未満の児童のうち、児童青少年
センター及び児童館を利用する子どもの割合を平成17年
度末までに７％にする。

(1)平成15年中に認証保育所を１所開設、延長保育の実施
園を２園（内１園は公設民営園）増やした。保育園待機児童
数については、保育園の入所定員を３１人増やした結果前
年度（15年4月1日現在）に比べ２２人減った（平成16年4月1
日現在）。
(2)平成１５年度より、ゆうキッズ（子育てサロン）の実施時間
延長・実施日拡充（ゆうキッズプラス）を３館で実施した。こ
のようなことにより、「身近で一緒に子育てをする仲間がいる
人の割合」は８９．５％となった。
(3)登録制の試行を３クラブで行うなどし、学童クラブ待機児
童数は前年（平成15年4月1日現在）より２名減り２８人となっ
た（平成16年4月1日現在）。
(4)中高校生などが自主性をもってのびのびと活動できる
場・機会の充実を図ったが、区内18歳未満の児童のうち、
児童青少年センター及び児童館を利用する子どもの割合
は前年度の6.3％から5.9％に減少した。

【政策７】
 共に生きる
まちをつくる
ために

(1)高齢者の社会参加と交流の拡大を図り、週2回以上外出
している高齢者の割合、学習やスポーツ・趣味活動に参加
している高齢者割合の増加（19年度までに各88％、75％）、
前期高齢者の就業率の増加を目指す。
(2)介護予防と自立支援の推進を図り、19年度までに介護
保険新規認定者の平均年齢の増加を目指すとともに、ひと
り暮らし高齢者のみの世帯の見守り率を40％とする。
(3)介護保険サービスの基盤整備に努め、19年度までに居
宅サービス利用率80％、介護サービスの満足度90％、特別
養護老人ホーム入所者の平均待機期間1年以内の達成を
目指す。
(4)障害者の社会参加や就労機会の拡大を進め、19年度ま
でに外出していない人の割合を10％以下にするとともに、
働いている人の割合の増加を図る。
(5)障害者の地域社会での自立支援を充実し、19年度まで
に自立生活に不安や妨げとなっていることのない人の割合
を30％に、家族以外に介助・見守りを受けている人の割合
を20％以上とする。
(6)地域福祉の基盤整備を進め、福祉サービス第三者評価
の受審率を増やすとともに、公共（区立）施設のバリアフリー
50％を目指す。
(7)生活保護制度や国民健康保険、国民年金制度の適切
な運営を図り、セーフティーネットとしての区民の信頼を保
持・向上させる。

・平成14年度に改定した「杉並区保健福祉計画・介護保険
事業計画」（平成15年度～平成19年度）に基づき、計画の
具体化に向け取り組んできた。個々の目標については、毎
年把握することは困難なものが多く、指標の値から達成度
を評価することは現時点では困難である。
・認知症（痴呆症）高齢者や一人暮らし高齢者に対する事
業、介護予防に関する事業を新たに実施し、サービスの利
用が増加した。
特別養護老人ホームのほか、介護強化型ケアハウスや認
知症（痴呆性）高齢者グループホーム等（入所型介護施
設）を総合的に整備した。
・障害者の雇用就労支援のあり方を検討し、「雇用支援ネッ
トワークの構築」、「定着支援アドバイザーの配置」、「区役
所実習」等を開始した。
・福祉サービス第三者評価の本格実施をはじめ苦情調整
委員を設置するなど利用者保護の仕組みづくりの基盤整備
を行った。

【政策８】
 安心してく
らせるために

区民が安心して暮らせる取り組みとして
(1)休日等夜間急病診療の事業の周知の充実し、利用しや
すい実施体制の見直しを図る。
(2)かかりつけ医・歯科医の普及啓発等を積極的に行い、か
かりつけ医等を持つ区民の割合を６０％とする。
(3)「杉並独自の救命救急体制の構築に向けて」の専門家
会議による具体的方針の検討する。
(4)日常生活に欠かせない環境衛生等の水準の向上と、住
まい・食生活の安全を確保することにより暮らしの安全性を
確保する。
(5)感染症の蔓延を防止するため、予防接種率を向上させ
る。
(6)区内の犯罪発生件数を１０，０００件以内に減少させ、誰
でもが安心して暮らせるまちづくりを目指す。

(1)休日等夜間診療については、１４年度の小児平日夜間
を再開したこと、区民への周知も十分行ったことにより、利
用者数も定着してきている。特に祝日等による連休、また年
末年始については利用者が非常に多く、初期急病患者が
身近なところで適切な医療が受けられる事業の成果は大き
い。
(3)「杉並独自の救命救急体制の構築に向けて」の報告書
がまとめられ、具体的な方針による検討に取り組んだ。
(4)動物への苦情が多いため、新たな事業（飼い主のいない
猫を増やさない活動支援事業）を検討し、取り組みを強化
する。
(5)予防接種率が向上した。特に高齢者のインフルエンザ接
種件数は大幅に増えた。
(6)地域の自主防犯団体の活動により、刑法犯認知総件数
が減少したが、目標である１０，０００件に向けて、なお一層
の取り組みが必要とされる。

【政策９】
 環境と共生
する産業の育
成のために

(1)区内小売・卸売・飲食店事業所数の減少を食い止めると
ともに、その販売額の増額（収益の増加）を目指す。
(2)地域の雇用拡大､女性や高齢者の就業にも役立つＳＯＨ
Ｏ(情報通信ネットワークを使った小規模オフィスや在宅で
の勤務）事業者の新規創業数を５年間で１，０００件とする。

(1)区内事業所数・区内従業者数、売上げ額が増加するよ
う、相談や融資業務を中心として、中小企業診断士会等の
専門家のノウハウを活かして、個店・商店会を引き続き援助
していく。
(2)新産業に関しては、「阿佐谷キックオフ/オフィス」「杉並
アニメ資料館」という新しい産業の育成・支援の核となる拠
点施設を中心に、関連団体等との連携を図る。
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政策名 当面の成果目標 当面の成果目標の達成状況

【政策１３】
 魅力ある学
校教育のため
に

(1)教育改革アクションプランに掲げる各計画事業の円滑な
実施・推進を図る。
(2)児童・生徒が通学したいと思うような「魅力ある学校」の実
現のために政策下にある各事業を推進し、公立学校在籍
率（小・中学校）を小９０％、中７０％までに上昇させる。
(3)教員の指導力向上を図るために教職員研修や教育研究
奨励、学力向上のための調査・研究を充実させるとともに、
子どもたちの自ら学ぶ意欲や思考力、判断力を高め、基礎
的・基本的な学力を身につけさせて「学習内容を理解して
いる生徒の割合」を８５％以上にする。
(4)都や区などの各不登校対策事業との連携を強化するとと
もに、不登校児童・生徒の早期発見、早期対応により不登
校児童・生徒数を毎年５％ずつ減少させる。

(1)「教育改革アクションプラン」は新事業の策定、類似事業
の整理・統合などを行った結果、従来の103事業から110事
業に再構築され、新計画の期間を平成16～18年度として
推進している（16年3月改定）。
(2)公立学校在籍率については、平成15年度の中学校数値
が前年度を若干下回った。目標値達成に向け、さらなる取
り組みが必要である。
(3)学習内容を理解している生徒の割合は、昨年度に設定
した目標値（83％）は達成されたため、あらたに目標値を設
定しなおした。
(4)不登校児童・生徒数はここ数年減少傾向にあったが、15
年度は小・中ともに前年度比で微増した。今後、各不登校
事業間のさらなる連携強化や学校現場での対応（教員・ス
クールカウンセラー）による取り組みが必要である。

【政策１５】
 生涯学習の
推進のために

(1)区民の身近な施設で生涯学習・スポーツ活動に参加で
きるよう環境を整備し、区民一人当たりの文化的生活時間
を平成１７年度までに平成１４年度に比べ１０％増やす。
(2)区民の利用拡大の機会増加のために通年開館や日曜､
祝日開館の利用時間延長に取組む。図書館の運営全般に
ついてＮＰＯ法人等との協働や民間活力の活用を進め、地
域に開かれた身近な図書館を目指す。
(3)「消費生活行政のあり方検討会」の検討結果に基づき、
弁護士によるアドバイザー制度の創設やホームページの充
実等事業を具体化していく。

(1)生涯学習振興室の運営、IT講習会の実施、スポーツ振
興財団への運営等補助、コミュニティカレッジの実施などに
より、文化的生活時間の向上への環境を改善した。
(2)図書館の利用機会の拡大のため、中央図書館の年末年
始の開館を実施し、図書館の開館日数の増加を図った。
(3)平成１４年度「消費生活リーダー養成講座」の修了者に、
他事業の編集や企画に参加してもらうなど区民参画事業を
実現した。

【政策１７】
 ふれあいと
参加の地域社
会をつくるた
めに

(1)施設利用申込手続きについて、より使い勝手が良くなる
よう区民の意見要望等も取り入れて、システムの改修を実
施し充実を図る。
(2)２００２年に調印した「瑞草区との友好アクション・プログラ
ム」に基づき、交流を進めていく。また、平和に対する区民
意識を高めるため、写真パネルの巡回展を展示物の拡充
を図りながら実施していく。
(3)男女共同参画社会づくりに関する知識や意識を高める
ため、講座参加満足度を５点満点に近づける。また、様々
な政策や方針を決定するときに、男女の意見が対等に反映
されるよう、審議会等における女性委員の登用率を４０％に
する。

(1)インターネット・電話等を利用した公共予約システム「さざ
んかねっと」が平成15年９月１日から稼動したが、より多くの
区民が、効率的に身近な地域集会施設を利用できるよう、
稼動後も、システムの整備を図っていくため、アンケート調
査等を実施した。区民の要望等を取り入れた新システムが
16年６月から稼働している。
(2)交流事業については、他課・他団体の交流活動をより支
援することにより、交流事業回数を増やす方向である。
(3)平成１５年度に実施した男女平等推進センターの各種講
座の大部分において、応募数が定員数を上回っている。
　「女性のための相談」については、相談件数が平成１５年
度に飛躍的に増加した。
　審議会等における女性委員の登用率は、各課の努力が
功を奏し、平成１５年度は３６％になり、目標値の４０％に近
づきつつある。

【政策１８】
 区政を支え
る基盤整備

(1)15年度から導入した文書管理システムを安定稼動させ
る。また、電子入札制度の導入を図る。
(2)保有施設の長寿化とランニングコストの削減を図る。
(3)職員数については10年間で1,000人の削減目標に向け
て取組みを進めているが、更に超過勤務の削減など人件
費の抑制に引き続き努める。
(4)啓発活動や選挙人の投票環境の整備・向上により、投票
率を向上させる。
(5)区内犯罪認知件数を平成16年中に10,000件、平成19年
までに8,000件に減少させる。

(1)平成15年11月に文書管理システムを本格稼動した。
(2)各施設に関する情報を統一的に把握するため、施設の
適切な維持管理、有効活用、今後のあり方などの検討を行
い、平成16年3月に「施設白書」を作成した。
(3)職員定数の削減は『スマートすぎなみ計画』を策定した
13年度以降目標値を上回る水準で推移しており、12年度か
らの４か年で△393名分（⑫△56名⑬△108名⑭△117名⑮
△112名）の定数を削減した。
(4)統一地方選挙を行うとともに、ポスターコンクール等を実
施した。全投票施設の段差を解消した。
(5)平成15年度犯罪認知件数は10,752件（前年度比363件
減）となっている。

【政策２０】
 創造的で開
かれた自治体
経営

(1)区民の区政満足度を75％以上にする。
(2)財政運営の弾力性を高めるため、経常収支比率は17年
度までに85％以下の水準を達成し、22年度までに80％以
下にする。
(3)区民との協働による区政運営の基盤を作るため、情報媒
体等の充実に向けて取り組むとともに、区民の知る権利を
保障する情報公開制度のより一層の活用を図る。

(1)区民の区政満足度は、75％以上の目標に対して15年度
調査では75.8％と、目標値を0.8ポイント上回った。これは
五つ星の区役所運動などを通じて、顧客志向の考え方が
職員や職場に定着してきた成果といえる。今後も更に区民
が求める区政の実現により一層力を入れて取り組む必要が
ある。
(2)経常収支比率は15年度は83.0％と当面の目標である
85％以下を達成することできた。これは行財政改革による
不断の財政健全化への取組みの成果であり、厳しい財政
状況の中、22年度の目標である80％に向け、引き続き努力
していく必要がある。
(3)情報公開制度が区民に定着してきたことにより情報公開
請求件数は年々増加しているが、情報提供に関しても引き
続き様々な機会を捉え、積極的に提供していくことが求めら
れる。
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【資料４】施策指標一覧（関連：11ページ）

※前年度比の「○」は目標値に向けて好転したもの、「▽」は後退したもの。

・指標値が( )書きのものは15年度と出典等が異なるため、参考数値として掲載。

・指標値が<>書きのものは、当該年度の数値ではなく、前の数値で直近のものを掲載。

・指標の変化の背景などについては施策評価表をご覧ください。
番
号

施　策　名 施　策　指　標　名 単位 13年度 14年度 15年度
前年度
比※ 目標値

目標
年度

都市計画審議会　諮問件数 件 1 2 17 - -

都市計画審議会　報告件数 件 5 14 25 - -

住環境に満足している区民の割合 ％ (49.0) 83.4 85.7 － －

完了検査済証交付率（完了検査済証交付件数／
確認申請件数）

％ 58.2 68.2 63.9 ▽ 75.0 17

中間検査受検率（中間検査申請件数／中間検査
対象建築物の確認申請件数）

％ 77.4 89.9 90.7 ○ 89.0 17

住民参加で行ったまちづくり事業(地区計画)の面積
率(当該事業の面積÷区の面積）

％ 6.37 6.37 6.37 － 高めさせる 18

区が行うまちづくり支援施策に応募した団体数及び
個人の数

団体 13 17 15 ▽ 増加させる 18

駅前区域の歩行者専用面積（荻窪･久我山） ㎡ 5,500 5,500 5,500 － 7,870 17

荻窪駅のバス乗降客数 人 54,602 51,571 (51,571) － -

エレベータ又はエスカレータのある駅の数 駅 9 11 11 － 18 17

都市計画道路の完成率 ％ 46.2 46.7 46.9 ○ 47.5 17

南北バス「すぎ丸」の利用者数 人 536,863 606,773 659,724 ○ 750,000 17

狭あい道路の整備率 ％ 15.2 16.3 17.4 ○ 20.0 17

人口１０万人あたりの交通事故による死傷者数 人 787 767 749 ○ 580 20

高齢者事故件数 件 440 478 498 ▽ 385 20

小学校登下校時の交通事故児童数 人 9 7 12 ▽ 9 20

駅周辺放置自転車の台数 台 9,023 8,485 7,056 ○ 4,512 17

自転車駐車場利用率 ％ 62.2 67.9 71.3 ○ 80.0 17

区営住宅供給の計画達成率 ％ 63.4 67.4 71.5 ○ 100 22

最低居住水準未満の世帯比率 ％ 15.8 15.8 15.8 － 低くする 22

区民一人当たりの住宅床面積 ㎡ 28.36 28.36 28.36 － 37 22

老朽建物の割合（昭和４５年以前の建物数÷全建
物数）

％ 41 41 41 － 低くする －

耐火率（耐火・準耐火建築物建築面積÷全建築物
建築面積）

％ 40 40 40 － 高くする －

地震時に通れなくなる道路の割合（道路閉塞確率） ％ 66 66 66 － 低くする －

年間の延べ水害件数 件 47 7 32 ▽ 0 17

地下調節池の年間使用回数 回 1 0 2 ▽ 0 17

震災対策について理解、認知している区民の割合 ％          － 　　　　－ 73.6 － 85 17

区や地域等で実施する防災訓練に参加した区民の
割合

％           - 22.4 23.2 ○ 30 17

家庭内で何らかの防災対策を実施している区民の
割合

％           - 76.7 75.8 ▽ 85 17

緑被率（みどりが占める面積÷区域面積） ％ - 20 - － 20 30

緑地率（緑地面積÷区域面積） ％ - 10 - － 15 30

接道部緑化率（道に面したみどり総延長÷接道部
総延長）

％ - 19 - － 20 30

1
まちづくり施策の執
行体制の確保

2
適正な土地利用と住
環境の整備

3
住民参加のまちづく
り

4 都市機能の充実

5
道路交通体系の整
備

6 交通安全の推進

7 自転車問題の解決

8 住宅施策の推進

9
災害に強い都市の
形成

10 水害対策の推進

11 防災力の向上

12
水辺とみどりの保全・
創出
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番
号

施　策　名 施　策　指　標　名 単位 13年度 14年度 15年度
前年度
比※ 目標値

目標
年度

一人あたりの公園緑地面積（都立公園含む） ㎡ 1.77 1.76 1.76 － 5.00 30

公園等自主管理個所数、割合 ％ 14 18 23 ○ 50 30

杉並区のまちを美しいと思う人の割合 ％ (29.1) 63.8 62.8 ▽ 70 18

誘導施策対象地区面積率（大田黒公園周辺地区
面積＋中杉通り沿道周辺地区面積／杉並区面積）

％ 2.8 2.8 2.8 － 設定困難 18

違反看板等の撤去数 件 14,761 14,104 13,954 －
目標のある
ものでない

18

クリーン大作戦参加人数（延べ人数） 人 10,105 11,421 11,464 ○ 13,000 17

ポイ捨てされた吸い殻数
（中杉通り＋高南通り　１日平均）

本 - - 359 － 250 17

環境博覧会参加率（参加者/区人口） ％ 2.2 3.1 3.2 － －

環境博覧会参加･協力団体数 数 77 120 133 － －

一人一日（年間）あたりの排出ごみ（家庭系） ｇ 715 699 693 ○
429ｇ(13年
度比40%減)

24

リサイクル率 ％ 19.6 18.8 19.4 ○ 43.0 24

ペットボトルのリサイクルコスト（１ｔあたり） 円 161,444 148,543 138,685 - -

ISO14001取得区内事業者数 件 14 25 27 ○ 33 17

マイバッグ等持参率 ％ - 26.2 28.7 ○ 60.0% 19

杉並区全体の二酸化炭素排出量
千ｔ－
CO2

1718
(17年度推計値)

1,760
(22年度推計値)

1,817
－ 1545.2 22

区役所測定室の二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子
状物質(SPM)の年平均値

ppm
mg/ℓ

NO2  0.038
SPM  0.047

NO2  0.042
SPM  0.043

NO2  0.040
SPM  0.042

○
NO2  0.035
SPM  0.045

18

自動車交通騒音レベル（昼間・夜間；調査地点：高
井戸西一丁目）

dB 74･75 74･75 75･76 ▽ 72･71 18

公害苦情発生件数（大気汚染、水質汚濁、騒音、
振動、悪臭、土壌汚染）

件 215 224 237 ▽ 200 18

１トンあたりのごみ処理費用（収集・運搬）（総事業
費／可燃・不燃・粗大ごみ量）

千円 56 54 54 － 52 18

１人あたりのごみ処理費用（収集・運搬） 千円 15 14 14 － 13 18

カラス被害のある集積所（集積所数×サンプル苦
情/サンプル集積所）

件 － 342 371 ▽ 330 18

健康づくりに関するグループ・ボランティア・NPOな
どの数

グル
ープ

103 112 127 ○ 207 19

自分は健康だと思う区民の割合 ％ 79.2 80.7 81.8 ○ 85.0 19

喫煙をしている人の割合 ％ - - 28.8 － 27.0 19

早世した人の割合（６５歳未満死亡率） ％ 18.9 18.8 18.0 － －

区民健康診査の受診率 ％ 53.6 56.0 54.3 ▽ 57 17

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある
母親の割合

％ － 71.2 77.8 ○ 80 17

延長保育実施園の割合 ％ 39 41 45 ○ 63 18

保育園定員の割合（総定員数÷就学前児童数） ％ 25 24 25 ○ 25 18

保育園利用者の満足度 ％ 66 70 65 ▽ 90 18

病後児保育登録児童数の割合（登録児童数÷総
在籍児童数）

％ － 3.7 5.1 － －

不登校の相談のうち、解決につながった件数の割
合

％ 18 54 55 ○ 60 18

虐待ケースのうち、関係機関や地域住民と連携し
地域における見守り・支援が継続的にできた割合

％ 15 46 30 ▽ 60 18

身近で一緒に子育てをする仲間がいる人の割合 ％ 81 87 - － 90 18

13 公園づくり

14 まちの景観づくり

15 環境美化の推進

16
環境施策の枠組み
づくり

17
ごみの発生抑制及
びリサイクルの推進

18
環境配慮行動の推
進

19 公害の防止

20
ごみ排出の適正化
及び収集サービスの
向上

21
保健福祉施策の執
行体制の確保

22
健康なまちづくりの
推進

23
生涯を通じた健康づ
くりの支援

24 保育の充実

25
多様な保育ニーズ
への対応

26
地域子育て支援の
充実

62



番
号

施　策　名 施　策　指　標　名 単位 13年度 14年度 15年度
前年度
比※ 目標値

目標
年度

障害児療育対応数（たんぽぽ園通園児数、言語心
理及びリハビリ等の個別指導・相談人数）

人 524 454 448 － －

保育園における障害児認定児数(月平均) 人 56 60 70 － －

学童クラブ待機児童数 人 49 22 30 ▽ 0 17

１８歳未満の人口のうち児童青少年センター及び
児童館の１日あたりの利用者の割合

％ 5.0 6.2 5.9 ▽ 7 17

区内の非行率 ％ 1.9 1.6 1.9 ▽ 1.5 17

ひとり親家庭ホームヘルプサービスを利用した延
べ回数

回 2,182 2,152 2,150 ▽ 2,500 19

児童手当受給者数 人 11,032 11,293 11,698 ○ 16,300 19

乳幼児医療費助成受給者数 人 20,344 22,136 22,274 ○ 22,000 19

高齢者で生きがいを感じている人の割合 ％ (70.4) 77.5 79.8 ○ 80 19

週２回以上外出している人の割合 ％ (91.4) 75.9 76.2 ○ 88 19

地域活動やボランティアの活動、または働いている
高齢者の割合

％ 32.7 41.4 38.7 ▽ 75 19

介護保険新規認定者の平均年齢 歳 80.4 80.0 80.4 ○ 80 19

要介護認定者の割合 ％ 12.5 14.2 16.0 ○ 17 19

要介護認定者の中の居宅者の割合 ％ 82.2 83.1 83.9 ○ 80 19

介護サービスの利用率 ％ 73.7 75.4 75.6 ○ 80 19

介護保険サービスの満足度（率） ％ (78.1) － － － 90 19

特別養護老人ホーム入所者平均待機期間 月 （１年４か月） （１年８か月） １年４か月 ○ １年以内 19

障害者のうち外出しない人の割合 ％ 14.9 － － － 10 19

障害者のうち働いている人の割合 ％ 51.8 － － － 60 19

地域生活での不安を持つ人の割合 ％ 79.0 － － － 70.0 19

障害者のうち現在の生活に満足している人の割合 ％ 67.6 － － － 70.0 19

福祉サービス第三者評価受審率 ％ － － 15 － 80 19

車いすで利用できる一般区民の利用可能な区の施
設の割合

％ 36 37 36 ▽ 50 19

生活保護率（毎年度末現在の被保護世帯／全世
帯）

％ 7.3 8.2 8.9 － －

区内の路上生活者数（毎年２月調査概数） 人 68 39 42 － －

一人あたりの費用額（一般） 円 161,496 159,280 164,941 － －

保険料収納率（現年分） ％ 87.86 87.86 87.06 ▽ 88.5 16

国保加入者の占める割合 ％ 37.20 37.99 38.57 － －

国民年金保険料納付率 ％ 59.4 55.3 56.8 ○ 80 16

国民年金保険料免除率 ％ 16.4 13.5 14.4 －
対象者に対する
申請率を上げる 16

かかりつけ医を持つ区民の割合 ％ 57.4 58.0 57.1 ▽ 60.0 18

かかりつけ歯科医を持つ区民の割合 ％ 59.9 59.8 61.0 ○ 65.0 18

救急医療に安心感を持つ区民の割合 ％ 52.2 42.4 49.8 ○ 55.0 18

環境衛生関係施設における基準の適合率 ％ 96 91 82 － －

全福祉・教育関係給食提供施設における衛生管理
票の平均適合率

％ 93 94 94 － －

1歳6ヶ月児健診受診者の麻しん予防接種の接種
率　（接種件数÷延べ対象件数×100）

％ － 79 84 ○ 85 19

27
障害児の援護の充
実

28
子どもの育成環境の
整備

29
子育て家庭の生活
支援

30
高齢者の社会参加と
交流の拡大

31
高齢者の地域社会
での介護予防と自立
支援

32
介護保険サービスの
基盤整備

33
障害者の社会参加
や就労機会の拡大

34
障害者の地域社会
での自立支援

35
地域福祉の基盤整
備

36
生活の安定と自立へ
の支援

37
国民健康保険の運
営

38
国民年金制度の運
営

39
地域医療体制の整
備

40
健康を支える仕組み
づくり
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番
号

施　策　名 施　策　指　標　名 単位 13年度 14年度 15年度
前年度
比※ 目標値

目標
年度

刑法犯認知総件数 件 10,616 11,115 10,752 ○ 10,000 16

区内非行件数 人 432 477 491 ▽ 400 16

区内事業所数 件 － 22,175 － － 22,500 17

区内卸売・小売販売額 百万円 － 1,218,865 － － 1,300,000 17

区内従業者数 人 － 174,184 － － 180,000 17

区内事業所開設率（新設件数：SOHO的事務所） 所 － － － － －

「みどりの産業」事業所数 所 <5,327> <5,327> <5,327> － 増加させる 19

産業支援融資貸付件数 件 531 327 500 － －

区内小売業売上高 百万円 439,248 － － － 450,000 18

商店街空き店舗発生率 ％ 6.6 － － － 5 18

商店街の集客力を高めるイベント事業を行った商
店会

件 46 52 74 ○ 85 18

農地面積 ｈａ 66 64 58 － 減少幅を抑制 －

販売（直販）農家数 戸 65 65 69 ○ 現状を維持 －

販売（直販）農家率 ％ 30.1 30.5 34.5 ○ 現状を維持 －

(代)部屋の利用率 ％ 57 55 57 － －

(代）(財)杉並区勤労者福祉協会の会員向け福利厚
生サービス利用件数

件 43,083 49,010 55,898 － －

女性の就業率 ％ 54 － － － 60 20

職場における男女平等意識率 ％ 13 － － － 20 20

ＮＰＯ支援基金助成件数 件 － 2 13 － －

区内ＮＰＯ法人に対する区制度への登録率 ％ － 23 27 － －

活動推進センター登録団体数 団体 － 152 149 － －

地域サービス利用度（区民事務所事務処理件数÷
区民課総事務処理件数）

％ 59 54 52 － －

休日夜間サービス利用度（休日夜間事務処理件数
÷区民課事務処理件数）

％ 4 4 5 － －

証明書自動交付機利用度（証明書自動交付機発
行件数÷証明全発行件数）

％ 5 10 12 － －

教育委員会の審議案件 件 60 68 62 － －

教育委員会ホームページアクセス件数 回 － － 8,502 － 15,000 19

キッズＩＳＯ国際認証取得者数（初級修了者中の取
得者）

人 － 78 121 ○ 300 18

中学校の学習内容を理解している生徒の割合 ％ － 81.7 83.3 ○ 85 18

学校希望制度申請者割合 ％
小 14.5
中 15.2

小 15.8
中 15.7

小　17.2
中　20.7

－ －

公立学校在籍率（小・中学校） ％
小 89
中 66

小 89
中 66

小　89
中　65

▽
小 90
中 70

18

体力診断テストで全国平均を１００としたときの杉並
区の数値

－
小100.02
中 98.66

小 98.41
中 97.22

小 98.38
中 98.51

－ 100 16

健診時の児童・生徒の平均疾病数（歯科に関する
疾病・弱視等を除く）

％ 34 34 38 ▽ 30 16

学校内事故数（学校内で起きた児童・生徒の一般
事故報告件数）

件 103 104 124 － －

耐震強化済校比率（耐震工事実施校数÷要耐震
強化校数）

％ 35.3 45.6 60.3 ○ 75.0 17

余裕教室活用数（活用実績累積室数） 室 140 140.5 146 ○ 累積室数増加 17

校地内の緑の率 ㎡ － 136,531.8 138,388.8 ○
学校内

緑地増加
17

児童、生徒１人あたりの運営費 千円 106 103 100 － －

１クラスあたりの児童・生徒数 人 32 31 31 － －

１施設あたりの児童・生徒数 人 374 364 359 － －

41
安全で明るい地域社
会づくり

43
産業振興の基盤整
備

44
新しい産業の育成・
支援

45
魅力ある商店街づく
り

47
新しい都市農業の推
進

48
働くひとびとの条件
整備

49
男女が対等に働ける
職場環境づくり

51
ＮＰＯ・ボランティア
などが、活動しやす
い環境整備

81
区民生活の情報基
盤整備

52
教育施策の執行体
制の確保

53
豊かな学校教育づく
り

54
児童・生徒の健康維
持及び安全の確保

55
教育施設の整備・充
実

56
学校教育の環境整
備

64



番
号

施　策　名 施　策　指　標　名 単位 13年度 14年度 15年度
前年度
比※ 目標値

目標
年度

心障学級(健康学園を除く） 、区立養護学校に就学
している児童、生徒の数

人 228 237 250 － －

不登校児童生徒数 人 241 200 214 － －

情緒障害学級等通級指導学級に通う児童生徒数 人 206 207 212 － －

教育のための経済的支援を受けている幼児・児
童・生徒の合計数

人 10,657 10,975 11,566 － －

学校サポーター活動延人数 人 － 2,857 9,978 ○ 13,500 19

学校評議員会平均開催回数 回 3 3.1 3.1 － 3.5 19

ＰＴＡ基礎研修会参加者数÷会員数 ％ 11 6 5 ▽ 10 19

自主事業参加人数 人 11,539 11,165 11,587 ○ 15,000 18

学校開放プール1日当りの利用者数 人 37 54 34 ▽ 55 18

土曜日学校一校当りの月2回の実施 回 － 0.62 1.37 ○ 2 18

開催講座率＝開催講座数÷目標講座数（３０） ％ － 66 60 ▽ 70 18

運動施設の利用率 ％ 84 87 88 ○ 89 18

生涯学習・スポーツ活動に参加している区民の割
合

％ (52) 47 47 － 50 18

区民１人当たりの蔵書数 冊 3.59 3.81 3.68 ▽ 6 22

区民一人当たりの年間貸出冊数 冊 6.71 6.90 6.98 ○ 10 22

貸出登録者数（登録率） ％ 24.89 23.92 23.86 ▽ 30 22

消費生活リーダー養成講座修了者数 人 49 42 29 ▽ 40 16

若年被害相談件数割合（若年被害相談数２０代迄
／全体相談）

人 21 27 25 ▽ 40 16

後援・共催により実施した事業の参加者数 人 106,118 126,030 87,986 － －

区の文化事業への参加者数 人 37,875 38,925 36,941 － －

区文化財の指定・登録数 件
（指定）67
（登録）47

（指定）68
（登録）49

（指定）70
（登録）50

○
指定・登録
合わせ3増

毎
年度

郷土博物館入館者数 人 15,445 13,145 14,027 － －

資料増加数 点 2,162 1,470 544 － －

町会・自治会加入率 ％ 60 58 57 － －

地域活動への参加率 ％ (25) 5 8 － －

語学ボランティア登録数 人 72 87 84 ▽ 90 18

区の平和関連事業への参加者数 人 556 759 2,279 ○ 900 18

交流事業参加者数 人 12,296 8,601 9,926 ○ 10,000 18

審議会等における女性委員の登用率 ％ 30 33 36 ○ 40 22

男女平等意識 ％ 21 － － － 25 22

区内相談機関における夫・パートナー等からの暴
力についての相談件数

件 137 212 296 － －

落札率 ％ － 88.2 86.0 － －

庁内印刷と外注印刷の比率（外注印刷件数÷登録
印刷件数）

％ 56.7 52.0 54.3 － －

職員一人あたり超過勤務時間数 時間 6.40 5.76 6.26 － －

57
多様な教育機会の
提供

58
就学のための経済
的支援

59 学校運営への参画

60 地域への学校開放

61
家庭における教育力
の向上

62
生涯学習環境の整
備・充実

63
図書館サービスの充
実

64 消費者行政の充実

65
文化・芸術活動の推
進

66
文化・芸術活動の基
盤整備

67 地域活動の推進

68 交流と平和の推進

69
男女共同参画社会
に向けた環境整備

70
内部事務等の適正
かつ効率的な執行

65



番
号

施　策　名 施　策　指　標　名 単位 13年度 14年度 15年度
前年度
比※ 目標値

目標
年度

区有施設建物延床面積（計画保全対象施設） ㎡ 254,345 254,967 262,238 ○ 262,238 16

区立施設数（計画保全対象施設） 施設 298 287 291 ○ 291 16

明るい選挙推進委員の活動延べ回数 回 505 514 517 ○ 850 16

応募学校数（ポスターコンクール） 校 15 22 18 ▽ 30 16

新成人立会人応募数 人 66 116 88 ▽ 400 16

職員数 人 4,608 4,491 4,379 ○ 3,716 22

人件費比率 ％ 32.2 31.9 33.3 － －

ラスパイレス指数 ％ 102.5 102.2 102.4 － －

区内犯罪認知件数 件 10,616 11,115 10,752 ○ 8,000 19

(代）危機対応力の強化 － － － － －
危機対応力
を強化する

19

意見・要望件数 件 2,555 3,197 3,559 ○ 3,600 16

区ホームページへの書き込み件数 件 1,294 2,111 2,481 ○ 4,400 16

区民の区事業への参加率 ％ (10.6) 7.7 5.2 ▽ 10 16

杉並区を住みよいと感じている区民の割合 ％ 92.8 92.9 92.1 ▽ 95 17

事務事業評価表の「改善余地なし」の割合 ％ 12.0 11.0 11.7 ▽ 10 17

職員提案の件数 件 296 78 89 ○ 100 17

経常収支比率 ％ 82.2 85.4 83.0 ○ 85.0％以下 17

公債費比率 ％ 9.6 9.0 7.8 ○ 8.5％以下 17

情報公開請求件数 件 141 207 150 ▽ 150 16

相談者数 人 5,510 5,404 5,465 － －

法律・家事・税務相談充足率(法律・家事・税務相談
者数／法律・家事・税務相談可能人数)

％ 92 91 90 － －

パソコンを一人一台環境で使用できる人数 人 300 1,800 2,448 ○ 2,448 15

グループウェア操作が可能になった職員及び部課
数（ID数）

個 450 4,750 4,750 － 4,750 15

端末装置の使用状況 回 30,260,875 33,568,106 37,666,406 － －

72
行政財産の適切な
取得・運営及び維持
管理

73
政治意識の高揚と政
治参加の促進

78
効率的で効果的な
組織・体制づくり

83
危機管理体制の強
化

74 区民と行政の協働

75
創造的な政策形成と
行政改革の推進

76
財政の健全化と財政
基盤の強化

77
区民に身近で開か
れた行政運営

82 区政相談等の充実

79 地域と行政の情報化
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